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奈良市報告第７号

株式会社奈良市清美公社の事業計画の報告について

地方自治法第２４３条の３第２項の規定により、株式会社奈良市清美公社の事業計画を

次のとおり報告する。

平成２７年２月２７日提出

奈良市長 仲 川 元 庸

１ 平成２７年度事業計画書
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平成２７年度株式会社奈良市清美公社事業計画書

自

至

株式会社奈良市清美公社は、次の各受託業務及び受託外許認可業務等を実施する。

（受託業務）

○ し尿収集運搬及び手数料の徴収に関する業務

○ 公園・広場等の清掃、公衆便所の清掃、地下道等の清掃に関する業務

○ 環境清美センター事務厚生棟・駐車場棟、環境清美工場の清掃に関する業務

○ 東部地域・月ヶ瀬地域・都祁地域・精華地域・高円山離宮、鉢伏地域・中高層住

宅・平城第１、第２団地及び奈良市市街地地域（一部）の一般家庭ごみ収集運搬、

東部地域・中高層住宅及び環境清美センター内再生資源回収コーナーの再生資源

（空き缶・空きびん・ペットボトル・飲料用紙パック）収集運搬、発泡スチロール

製食品トレイ、環境清美工場の焼却灰及び非鉄の運搬に関する業務

○ 犬・猫等の動物捕獲・運搬・飼育に関する業務

（受託外許認可業務等）

○ 浄化槽の清掃・保守点検及び雑排水管洗浄に関する業務

◯ 建物清掃に関する業務

これらの業務の遂行にあたっては、誠実に遂行するとともに、公共下水道の普及に伴う

し尿収集運搬及び浄化槽清掃業務の減少する社会情勢下にあって、一層これに代わる業務

の拡大と開発に努め、事業の効率化を図り、公益事業所として公共への奉仕をモットーに

生活環境の保全と美化の推進に寄与せんとするものである。

平成２７年４月１日

平成２８年３月３１日
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１．業務の方針

（受託業務）

⑴ 業務の運営については、常に適正な処理を行い、市民の生活環境をより清潔に保

ち、公衆衛生の向上を目標に、その効率的運用を図る。

（受託外許認可業務等）

⑴ 浄化槽の清掃については、浄化槽法施行規則第３条の規定に基づいて行い、実施に

あたっては計画的かつ円滑な運用を図る。また、高圧洗浄機による雑排水管洗浄業務

の拡大にも積極的に市場の開拓に努める。

⑵ 建物清掃については、環境美化に努める。

２．作業計画

（受託業務）

⑴ し尿収集運搬については、対象家庭の状況及び交通事情等を勘案し、早朝からの作

業を行い、受託外許認可業務等との連携を図り、全車両の効率的な運用を図る。

また、汲取手数料の徴収事務については、口座振替制度への移行を促進し、収納率

の向上を図る。

○汲取作業件数

•定額制汲取 約１，８７３件（月平均）

•一般従量制汲取 約８５件（月平均）

•事業所等従量制汲取 約２０４件（月平均）

⑵ 公園・広場等の清掃業務については、当社現有諸機（器）材と人員の効率的な運用

により作業を実施する。

○都市公園、ちびっ子広場、広場緑地、近隣公園

計 ５７２か所

○街路樹等のかん水

•西部第４７５号線

•西部第２４号線
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•西部第３８号線他１路線

•西大寺一条線

•奈良北２号線、北部第５９５・６０４・６１１号線

•中部第１１２４号線

計 ６路線

⑶ 公衆便所の清掃業務については、利用者の状況を考慮し、早朝作業による効率的な

運用により業務を実施する。

•近鉄高の原駅前

•ＪＲ平城山駅前

計 ２か所

⑷ 地下道等清掃業務については、利用状況等を考慮し、計画的に実施する。

•近鉄新大宮駅前地下道

•近鉄新大宮駅西側地下道

•ＪＲ平城山駅旅客通路

•ＪＲ平城山駅西側歩道橋

•近鉄高の原駅歩道橋及び広場

•近鉄学園前駅前歩道橋

計（６か所） １３，７９２㎡

⑸ 建物清掃業務については、作業実施基準仕様書により日常及び特別清掃を年間計画

に基づき実施する。

○環境清美センター事務厚生棟清掃業務

床面積等 ８，００１．５４㎡

○環境清美センター駐車場棟清掃業務

床面積等 ８，２４９．３２㎡

○環境清美工場清掃業務

床面積等 １，９２４．７１㎡
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⑹ 東部地域・月ヶ瀬地域・都祁地域・精華地域・高円山離宮、鉢伏地域・中高層住

宅・平城第１、第２団地及び奈良市市街地地域（一部）の一般家庭ごみの収集運搬、

東部地域・中高層住宅及び環境清美センター内再生資源回収コーナーの再生資源収集

運搬、発泡スチロール製食品トレイ収集運搬の各業務については、収集計画に基づき

実施する。

また、環境清美工場より発生する焼却灰及び非鉄の大阪湾広域臨海環境整備センタ

ー堺基地への運搬業務については、受託条件による年間計画に基づき実施する。

○家庭ごみ及び再生資源（※印は家庭ごみのみ）

•東部地域（田原・柳生・大柳生・東里・狭川） ２，１５０世帯

•月ヶ瀬地域 ※ （月ヶ瀬） ４９９世帯

•都祁地域 ※ （並松・吐山・都祁・六郷） ２，１３１世帯

•精華地域 ※ ３０２世帯

•高円山離宮、鉢伏地域 ※ ３２世帯

•中高層住宅（独立行政法人都市再生機構） ８，６３０世帯

•平城第１・第２団地※（独立行政法人都市再生機構） ２，０００世帯

•市街地家庭系ごみ地域（一部）※ ５４，８１４世帯

•環境清美センター内再生資源回収コーナー １か所

○発泡スチロール製食品トレイ

•市役所・出張所・公民館・人権文化センター等 ３０か所

○焼却灰運搬

•年間運搬量 ２，５５０ｔ

○非鉄運搬

•年間運搬量 ３，０００ｔ

⑺ 犬・猫等の動物捕獲・運搬・飼育に関する業務については、保健所の指導・指示の

もと、迅速かつ効率的に実施する｡
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（受託外許認可業務等）

⑴ 浄化槽の清掃・保守点検、雑排水管洗浄業務、建物清掃業務については、受託業務

との連携を図り、効率的な運用により作業を実施する。

○浄化槽清掃業務 ６１１件（月平均）

○浄化槽保守点検業務 ３２３件（月平均）

○雑排水管洗浄業務 ７件（月平均）

◯建物清掃業務 １か所

（作業体制）

⑴ 従業員数

事 務 職 １０名（内臨時 ２名）

現 業 職 １０７名（内臨時６６名）

計１１７名

⑵ 車両台数

バキューム車 １２台

パッカー車 ３０台

貨物車他 ２２台

営業車 ３台

計 ６７台

３．事業予算の概要

（収入の部）

受託事業収入 ６７５，８９１千円

（内 訳）

し尿収集運搬及び手数料徴収事務受託収入 １６５，７１５

公園・広場等清掃業務受託収入 ６０，０２７

公衆便所清掃業務受託収入 １，４３５

地下道等清掃業務受託収入 ３，３６１

環境清美センター・駐車場棟清掃業務受託収入 ８，９０４
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環境清美工場清掃業務受託収入 ５，０２９

東部地域・精華地域等一般家庭ごみ収集運搬業務受託収入 ２４，９１１

月ヶ瀬・都祁地域ごみ収集運搬業務受託収入 ３４，６５７

中高層住宅一般家庭ごみ収集運搬業務受託収入 ８５，８０４

市街地家庭系ごみ収集運搬業務委託収入 ２１０，６００

一般家庭ごみ収集地域の大型ごみ収集運搬業務受託収入 １４，５２８

東部地域再生資源収集運搬業務受託収入 ４，０７０

中高層住宅再生資源収集運搬業務受託収入 ７，０８７

環境清美センター内再生資源分別及び運搬業務受託収入 ２，２７９

発泡スチロール製食品トレイ収集運搬業務受託収入 ３，３８８

焼却灰運搬業務受託収入 １２，４０９

非鉄運搬業務受託収入 １１，６００

犬・猫等の捕獲・運搬・飼育業務受託収入 １８，４３０

音声館清掃業務受託収入 １，６５７

受託外許認可事業等収入 １３０，２０４千円

（内 訳）

浄化槽清掃・保守点検業務収入 １２８，５５８

雑排水管洗浄業務収入 １，６４６

事業外収入 １７１千円

（内 訳）

受取利息 １７１

収 益 合 計 ８０６，２６６千円

（支出の部）

事業直接費 ６３５，３９６千円

（内 訳）

人 件 費 ４２２，５５６ 法定福利費 ６９，８４１
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福利厚生費 １４，６１２ 被 服 費 ３，９６０

燃 料 費 ３６，７２４ 修 繕 費 ２６，０９９

事故整理費 ７００ 公 租 公 課 ７，０５６

保 険 料 ９，２９９ 消 耗 品 費 ８，２５９

旅費交通費 ２，２９６ 雑 費 ７，５８４

減価償却費 ２６，４１０

一般管理費 １１０，９１１千円

（内 訳）

人 件 費 ７３，２４９ 法定福利費 １１，９９３

福利厚生費 ２，０７９ 公 租 公 課 ２，２２７

水道光熱費 ２，２８８ 修 繕 費 ７３１

保 険 料 ２３８ 消 耗 品 費 １，６９６

旅費交通費 ５５ 燃 料 費 ３２９

通 信 費 ２，４１７ 交 際 費 １４５

図 書 費 ２４６ 広 告 費 ９５

会 議 費 ２５２ 調査研究費 ２０

支払手数料 ４，１６８ 賃 借 料 ５，８８４

減価償却費 ２，７４０ 雑 費 ５９

事業外費用 ５９，９５９千円

（内 訳）

雑 損 失 ２５４ 消 費 税 ５９，７０５

予 備 費 ０千円

費 用 合 計 ８０６，２６６千円

当期利益金 ０千円
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予 定 貸 借 対 照 表
平成２８年３月３１日

（単位：千円）

資 産 の 部 負 債 の 部
科 目 金 額 科 目 金 額
【流 動 資 産】 【439,335】 【流 動 負 債】 【60,246】
現 金 ・ 預 金 353,180 未 払 金 34,168
未 収 入 金 15,928 未 払 法 人 税 等 119
受 託 事 業 未 収 金 64,274 前 受 金 0
手 数 料 未 収 金 2,654 預 り 金 6,221
貯 蔵 品 3,041 仮 受 金 489
前 払 費 用 759 手 数 料 未 払 金 2,654
仮 払 法 人 税 等 0 未 払 消 費 税 16,595
立 替 金 0 【固 定 負 債】 【251,825】
貸 倒 引 当 金 △ 501 退 職 給 与 引 当 金 251,825

負 債 合 計 312,071
【固 定 資 産】 【155,792】
（有 形 固 定 資 産） (144,972）
建 物 81,205 純 資 産 の 部
建 物 附 属 設 備 4,924 【株 主 資 本】 【283,056】
構 築 物 581 資 本 金 10,000
機 械 器 具 38
車 両 運 搬 具 11,185 （利 益 剰 余 金） (273,056）
什 器 備 品 4,904 その他利益剰余金 273,056
電 話 設 備 172 任 意 積 立 金 70,000
土 地 41,963 繰越利益剰余金 203,056
（無 形 固 定 資 産） (3,024）
電 話 加 入 権 310
地 役 権 300
ソ フ ト ウ エ ア 2,414
（投資その他の資産） (7,796）
出 資 金 1,430
長 期 貸 付 金 5,875
保 証 金 10
リサイクル預託金 481

純 資 産 合 計 283,056
資 産 合 計 595,127 負 債・純資産合計 595,127
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予 定 損 益 計 算 書
自 平成２７年４月１日

至 平成２８年３月３１日

（単位：千円）

科 目 金 額

【売 上 高】
受託事業収入 625,827
浄 化 槽 収 入 118,919
高圧洗浄収入 1,524
建物清掃収入 0 746,270

【売 上 原 価】
事業直接原価 635,396 △ 635,396

売 上 総 利 益 金 額 110,874
【販売費及び一般管理費】 110,911 △ 110,911

営 業 利 益 金 額 △ 37

【営 業 外 収 益】 291
受 取 利 息 171
受 取 配 当 金 5
雑 収 入 115

【営 業 外 費 用】 △ 254
支 払 利 息 0
雑 損 失 254

経 常 利 益 金 額 0

【特 別 利 益】 0
貸 倒引当金戻入益 0
退職給与引当金戻入益 0

【特 別 損 失】 △ 207
資 産 廃 棄 損 0
貸 倒引当金繰越損 25
貸 倒 損 失 182
退職給与引当金繰入損 0

税引前当期純利益金額 0 △ 207
法人税、住民税及び事業税 188 △ 188
当 期 純 利 益 金 額 △ 395 △ 395
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奈良市報告第８号

奈良市市街地開発株式会社の
事業計画の報告について

地方自治法第２４３条の３第２項の規定により、奈良市市街地開発株式会社の事業計画

を次のとおり報告する。

平成２７年２月２７日提出

奈良市長 仲 川 元 庸

１ 平成２７年度事業計画書
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平成２７年度奈良市市街地開発株式会社事業計画書

自

至

奈良市市街地開発株式会社を設立以来、市内における新しい都市拠点の形成を目指し、

市街地開発の効率的推進を図るとともに、開発事業等により建設された建築物の管理運営

事業等を行い、地域社会と調和した都市づくりの推進に努めております。

１ 事業方針

新しい都市拠点の形成を目指し、市街地開発事業によるＪＲ奈良駅前再開発第１ビル

の商業床の管理運営、近鉄学園前駅南再開発ビル管理組合業務代行及び奈良市営駐車場

の管理等を行い、地域社会と調和した都市づくりの推進を図るとともに、経営の改善を

進めます。

２ 業務内容

⑴ ＪＲ奈良駅前再開発第１ビル商業床の管理運営

⑵ ＪＲ奈良駅西口周辺の市営駐車場の管理運営

（奈良市営ＪＲ奈良駅第１・第２・なら１００年会館駐車場）

⑶ 近鉄学園前駅南地区再開発ビルの管理業務

⑷ 奈良市営西部会館駐車場の管理運営

⑸ 前各号に関連又は付帯する事業

平成２７年４月１日

平成２８年３月３１日
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３ 事業予算の概要 単位：千円

（収入の部）

事業収入 ２２４，２００

商業床等管理収入 １０５，６００

駐車場管理運営収入 ７３，６００

学園前再開発ビル関係受託収入 ４５，０００

事業外収入 （利息収入） ３００

収入合計 ２２４，５００

（支出の部）

事業費用 ２１９，５００

内訳

人 件 費 14,300 修 繕 費 410

福利厚生費 3,200 会 議 費 20

委 託 費 93,000 手 数 料 3,600

賃 借 料 56,600 公租公課費 500

共 益 費 39,000 諸 会 費 40

販 促 費 600 旅費交通費 10

消 耗 品 費 3,700 保 険 料 650

通 信 費 350 雑 費 1,200

燃 料 費 20 減価償却費 2,300

（当期利益金） ５，０００
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予 定 貸 借 対 照 表
平成２８年３月３１日

資 産 の 部 負 債 の 部

科 目 金 額 科 目 金 額

千円 千円

【流 動 資 産】 【171,446】 【流 動 負 債】 【37,895】

現 金 及 び 預 金 152,484 未 払 外 注 費 7,490

未 収 入 金 12,400 未 払 費 用 2,000

前 払 費 用 5,800 前 受 金 1,905

預 け 金 762 預 り 金 200

【固 定 資 産】 【21,550】 売 上 預 り 金 26,000

（有形固定資産） （21,100) 未 払 法 人 税 等 300

建 物 17,762 【固 定 負 債】 【33,211】

建 物 附 属 設 備 16,448 預 り 保 証 金 33,211

車 両 運 搬 具 795 負 債 の 部 計 71,106

什 器 備 品 150

減 価 償 却 累 計 額 △14,055 純 資 産 の 部

（無形固定資産 ） （400) 【株 主 資 本】 【121,890】

電 話 加 入 権 400 [資 本 金] ［100,000]

（投資その他の資産） （50) [資本剰余金] ［18,700]

保 証 金 50 [利益剰余金] ［3,190]

繰越利益剰余金 3,190

（うち当期純利益） （5,000)

純資産の部計 121,890

資 産 の 部 計 192,996 負債・純資産の部計 192,996
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予 定 損 益 計 算 書
自 平成２７年４月１日

至 平成２８年３月３１日

科 目 金 額

千円

【売 上 高】

売 上 高 224,200 224,200

【販売費及び一般管理費】 219,200 219,200

営 業 利 益 5,000

【営業外収益】

受 取 利 息 30

雑 収 入 270 300

経 常 利 益 5,300

税 引 前 当 期 純 利 益 5,300

法 人 税 等 充 当 額 300

当 期 純 利 益 5,000
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奈良市報告第９号

公益財団法人奈良市生涯学習財団の
事業計画の報告について

地方自治法第２４３条の３第２項の規定により、公益財団法人奈良市生涯学習財団の事

業計画を次のとおり報告する。

平成２７年２月２７日提出

奈良市長 仲 川 元 庸

１ 平成２７年度事業計画書
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平成２７年度公益財団法人奈良市生涯学習財団事業計画書

自

至

１．事業方針

公益財団法人奈良市生涯学習財団は、市民の教養の向上・健康の増進・情操の純化を

図り、生活文化の振興・社会福祉の増進に寄与することを目的として、実際生活に即す

る教育・学術及び文化に関する各種の事業を行うとともに、市民の立場に立った施設運

営を行い、だれでも、いつでも、どこでも学べる学習環境の醸成と整備を促進する。

さらに、地域における「学びの場」・「地域づくりの拠点」としての機能を強化し、

自己学習・相互学習・家庭教育に加えて、地域の課題解決に向けた学習活動の場及び学

びの成果を生かせる場を提供し、その機能の充実を図る。また、公民館自主グループを

育成し、生涯学習における指導者やボランティアの裾野を広げる。これらにより、地域

の教育力を高め、市民がその力を地域で発揮できるよう、公民館での取組の充実を図る

とともに、学びの成果が活力ある地域づくりに繋がる生涯学習活動を推進する。

加えて、生涯学習に関する情報収集や調査研究に努め、学習情報の提供や学習相談を

行う。また、各種事業の企画・運営に職員のもつ特技を生かし、経費削減につなげる。

２．事業実施計画

社会教育・生涯学習に関する事業を幅広く展開していくために、次の７分類の全てに

おいて事業を開催する。

01 教養・文化・国際交流 05 家庭生活・市民生活・娯楽

02 教育・福祉・人権 06 健康・衛生・環境

03 芸術・芸能 07 体育・スポーツ・レクリエーション

04 科学・情報・産業技術

⑴ 協定事業

奈良市から指定を受け、指定管理者として事業方針に基づいた事業を展開する。

① 公民館事業

生涯学習センター・公民館の活性化と、高まる市民の学習意欲と多様なニーズに

平成２７年４月１日

平成２８年３月３１日
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応えることをめざし、社会教育・生涯学習に関する各種の事業を行う。また、次の

５重点分野の全てにおいての事業開催を全施設必須とすることにより、奈良市全域

における充実した事業展開をめざす。

重点分野 ： 高齢者 ・ 男女 ・ 青少年 ・ 家庭教育 ・ 現代的課題

大型館においては、大人数を収容できる等の施設の特長を生かした事業を展開す

る。また、地元大学との連携による事業など、高度な学習機会の提供を図る。

地区館においては、地域の特性・課題や地域住民のニーズ等に即した事業展開を

行う。また、地域の学校や各種の活動団体、関係各課・機関との連携を図る。

その他、充実した社会教育・生涯学習関連情報を市民がいつでも手軽に検索・活

用することができるよう、インターネットを利用した情報発信を積極的に行う。ま

た、パソコン講座を開催し、情報格差の解消に努める。

② 公民館管理運営事業

市民がいつでも気軽に利用できる地域の生涯学習の場として、公民館の機能強化

と市民の立場に立った施設運営を図るとともに、公民館の適正かつ効率的な管理運

営を行う。

⑵ 自主事業

当財団の取組をより多くの人々にＰＲするとともに外部収入を獲得するため、職員

の特技や専門性を生かし、講師派遣等の事業展開を行う。また、自主財源の確保と事

業内容の充実のため、外部資金による事業開催にも取組を進める。

さらに、奈良市の関連諸施策と連携し、市民の生活環境の向上や学習機会の拡大を

図り、個人の学習にとどまらず学習の成果を生かせるような事業展開に努める。

[指定管理施設]

生涯学習センター 延床面積 ３，５８８㎡

中部公民館 延床面積 ４，３５９㎡

西部公民館 延床面積 ３，３３７㎡

南部公民館 延床面積 ９８０㎡

三笠公民館 延床面積 ７５２㎡

田原公民館 延床面積 ５５０㎡
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富雄公民館 延床面積 ７０１㎡

柳生公民館 延床面積 ３３５㎡

若草公民館 延床面積 ７５０㎡

登美ケ丘公民館 延床面積 ５９９㎡

興東公民館 延床面積 ４２９㎡

春日公民館 延床面積 ５４３㎡

二名公民館 延床面積 ５０１㎡

京西公民館 延床面積 ５３８㎡

平城西公民館 延床面積 ４９９㎡

伏見公民館 延床面積 ５１６㎡

富雄南公民館 延床面積 ５０４㎡

平城公民館 延床面積 ５７１㎡

飛鳥公民館 延床面積 ５０１㎡

都跡公民館 延床面積 ５１８㎡

登美ケ丘南公民館 延床面積 ５００㎡

平城東公民館 延床面積 ５００㎡

月ヶ瀬公民館 延床面積 １，８４６㎡

都祁公民館 延床面積 ４２５㎡
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収 支 予 算 書
平成２７年４月１日から平成２８年３月３１日まで

（単位：千円）

科 目 予 算 額 前年度予算額 増 減 備 考

Ⅰ 事業活動収支の部
１．事業活動収入

① 基本財産運用収入 70 70 0
基本財産利息収入 70 70 0

② 協定事業収入 581,903 563,728 18,175
指定管理受託収入 581,200 563,000 18,200
講座受講料収入 703 728 △ 25

③ 自主事業収入 7,890 6,375 1,515
講師派遣収入 50 50 0
事業収入 7,740 6,225 1,515
助成金収入 100 100 0

④ 雑収入 275 275 0
受取利息 25 25 0
雑収入 250 250 0

事業活動収入計 590,138 570,448 19,690

２．事業活動支出
⑴ 事業費支出 575,318 556,080 19,238
① 人件費支出 370,135 362,569 7,566

役員報酬支出 2,479 2,495 △ 16
給料支出 136,108 137,244 △ 1,136
賃金支出 93,899 87,676 6,223
職員手当支出 65,179 63,747 1,432
福利厚生支出 52,612 51,549 1,063
賞与引当金繰入支出 19,858 19,858 0

② 事業経費支出 205,183 193,511 11.672
諸謝金支出 8,951 8,460 491
旅費交通費支出 676 589 87
消耗品費支出 6,173 7,681 △ 1,508
燃料費支出 1,482 2,012 △ 530
会議費支出 216 267 △ 51
印刷製本費支出 1,139 1,005 134
光熱水料費支出 62,272 51,569 10,703
修繕費支出 2,643 3,471 △ 828
医薬材料費支出 28 31 △ 3
通信運搬費支出 2,375 2,591 △ 216
減価償却費支出 852 852 0
手数料支出 2,320 2,398 △ 78
保険料支出 1,844 2,049 △ 205
委託費支出 61,564 68,242 △ 6,678
賃借料支出 20,794 15,654 5,140
負担金支出 283 277 6
広告料支出 300 240 60
租税公課支出 31,271 26,123 5,148
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科 目 予 算 額 前年度予算額 増 減 備 考

⑵ 管理費支出 14,820 14,368 452
① 人件費支出 12,681 12,486 195

役員報酬支出 2,478 2,494 △ 16
給料支出 3,777 3,808 △ 31
賃金支出 2,606 2,433 173
職員手当支出 1,809 1,769 40
福利厚生支出 1,460 1,431 29
賞与引当金繰入支出 551 551 0

② 管理経費支出 2,139 1,882 257
旅費交通費支出 168 159 9
消耗品費支出 171 213 △ 42
会議費支出 6 7 △ 1
光熱水料費支出 1,728 1,431 297
通信運搬費支出 66 72 △ 6

事業活動支出計 590,138 570,448 19,690

事業活動収支差額 0 0 0

Ⅱ 予備費支出 0 0 0

当期収支差額 0 0 0

前期繰越収支差額 0 0 0

次期繰越収支差額 0 0 0
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予 定 貸 借 対 照 表
平成２８年３月３１日

（単位：千円）

科 目 当 年 度 前 年 度 増 減

Ⅰ 資産の部
１．流動資産

現金預金 48,263 52,825 △ 4,562
未収金 182 182 0

流動資産合計 48,445 53,007 △ 4,562
２．固定資産
⑴ 基本財産

定期預金 50,000 50,000 0
基本財産合計 50,000 50,000 0
その他固定資産
リース資産 1,704 2,556 △ 852

その他固定資産合計 1,704 2,556 △ 852
固定資産合計 51,704 52,556 △ 852
資産合計 100,149 105,563 △ 5,414

Ⅱ 負債の部
１．流動負債

未払金 25,577 30,339 △ 4,762
預り金 2,459 2,259 200
賞与引当金 20,409 20,409 0
リース債務 852 852 0

流動負債合計 49,297 53,859 △ 4,562
２．固定負債

リース債務 852 1,704 △ 852
固定負債合計 852 1,704 △ 852
負債合計 50,149 55,563 △ 5,414

Ⅲ 正味財産の部
１．指定正味財産

地方公共団体補助金 50,000 50,000 0
指定正味財産合計 50,000 50,000 0
（うち基本財産への充当額） 50,000 50,000 0

２．一般正味財産
正味財産合計 50,000 50,000 0
負債及び正味財産合計 100,149 105,563 △ 5,414
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予 定 正 味 財 産 増 減 計 算 書
平成２７年４月１日から平成２８年３月３１日まで

（単位：千円）

科 目 当 年 度 前 年 度 増 減

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部
⑴ 経常収益
事業活動収入 590,138 570,448 19,690
基本財産運用収入 70 70 0
基本財産利息収入 70 70 0
協定事業収入 581,903 563,728 18,175
指定管理受託収入 581,200 563,000 18,200
講座受講料収入 703 728 △ 25

自主事業収入 7,890 6,375 1,515
講師派遣収入 50 50 0
事業収入 7,740 6,225 1,515
助成金収入 100 100 0
雑収入 275 275 0
受取利息 25 25 0
雑収入 250 250 0

経常収益計 590,138 570,448 19,690
⑵ 経常費用
事業費 575,318 556,080 19,238
人件費 370,135 362,569 7,566
役員報酬 2,479 2,495 △ 16
給料 136,108 137,244 △ 1,136
賃金 93,899 87,676 6,223
職員手当 65,179 63,747 1,432
福利厚生 52,612 51,549 1,063
賞与引当金繰入 19,858 19,858 0
事業経費 205,183 193,511 11,672
諸謝金 8,951 8,460 491
旅費交通費 676 589 87
消耗品費 6,173 7,681 △ 1,508
燃料費 1,482 2,012 △ 530
会議費 216 267 △ 51
印刷製本費 1,139 1,005 134
光熱水料費 62,272 51,569 10,703
修繕費 2,643 3,471 △ 828
医薬材料費 28 31 △ 3
通信運搬費 2,375 2,591 △ 216
減価償却費 852 852 0
手数料 2,320 2,398 △ 78
保険料 1,844 2,049 △ 205
委託費 61,564 68,242 △ 6,678
賃借料 20,794 15,654 5,140
負担金 283 277 6
広告料 300 240 60
租税公課 31,271 26,123 5,148
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科 目 当 年 度 前 年 度 増 減

管理費 14,820 14,368 452
人件費 12,681 12,486 195
役員報酬 2,478 2,494 △ 16
給料 3,777 3,808 △ 31
賃金 2,606 2,433 173
職員手当 1,809 1,769 40
福利厚生 1,460 1,431 29
賞与引当金繰入 551 551 0
管理経費 2,139 1,882 257
旅費交通費 168 159 9
消耗品費 171 213 △ 42
会議費 6 7 △ 1
光熱水料費 1,728 1,431 297
通信運搬費 66 72 △ 6

経常費用計 590,138 570,448 19,690
当期経常増減額 0 0 0

２．経常外増減の部
⑴ 経常外収益
経常外収益計 0 0 0

⑵ 経常外費用
経常外費用計 0 0 0
当期経常外増減額 0 0 0
当期一般正味財産増減額 0 0 0
一般正味財産期首残高 0 0 0
一般正味財産期末残高 0 0 0

Ⅱ 指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額 0 0 0
指定正味財産期首残高 50,000 50,000 0
指定正味財産期末残高 50,000 50,000 0

Ⅲ 正味財産期末残高 50,000 50,000 0
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奈良市報告第１０号

一般財団法人奈良市総合財団の
事業計画の報告について

地方自治法第２４３条の３第２項の規定により、一般財団法人奈良市総合財団の事業計

画を次のとおり報告する。

平成２７年２月２７日提出

奈良市長 仲 川 元 庸

１．平成２７年度事業計画書
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平成２７年度一般財団法人奈良市総合財団事業計画書

自

至

１ 事業方針

一般財団法人奈良市総合財団は、平成２４年４月に統合した７つの財団法人の設立趣

旨及び活動内容を踏まえ、それぞれが果たしてきた役割をより効率的・効果的に担って

いくため、設立したものである。

統合した各財団法人が積み重ねてきた実績及び培ってきた知識・経験・技術を有する

人材等の経営資源を戦略的に活用できる組織並びに多様化する市民ニーズに応える団体

として、文化・スポーツ・武道の普及振興事業、「ならまち」・「都祁地域」の歴史・

文化資産等を活用した地域振興事業及び中小企業勤労者に対する福祉事業を行い、もっ

て文化の創造及び福祉の増進に寄与しようとするものである。

２ 事業内容

奈良市から指定管理者の指定を受けて実施する公の施設の管理運営事業、歴史・文化

資産等を活用した地域振興事業等を行う。財団の活動内容、管理運営する各施設の設立

趣旨等を踏まえ、「文化事業グループ」「スポーツ・武道事業グループ」「まちづくり

振興事業グループ」の３グループ体制で事業を推進する。

【文化事業グループ】

国際文化観光都市奈良の文化の向上及び発信に努め、市民の美術鑑賞と創作活動の活

性化による地域社会づくりに寄与するための事業を行う。また、地域経済の担い手であ

る中小企業勤労者を対象に、福祉の向上と生活の安定を図るべく総合的な福祉事業を実

施する。

•なら１００年会館

奈良県内最大のホールという特色を生かし、有名アーティストのコンサート等、市民

に多様な鑑賞の機会を提供し、また、創造の場・創作拠点として様々なニーズに対応で

きる利用者のためのホールを目指す。

奈良の心とオペラを融合とした「万葉オペラ・ラボ事業」を通じて“奈良ならでは”

の創造文化の輝きと魅力を発信すると共に、歴史、伝統、創造性を活かした「奈良の魅

平成２７年４月１日

平成２８年３月３１日
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力再発見能楽普及事業」等を実施する。また、奈良の文化力向上に寄与する事業として

若手演奏家の育成事業を開催する他、小学校へのオーケストラ出張授業等のアウトリー

チ事業をはじめ多彩なワークショップを実施し、未来を担う子ども達に芸術の素晴らし

さを知り、学び、体験する機会を提供する。

•奈良市美術館

奈良市教育委員会、奈良市美術家協会との共催による作品展や公募市展「なら」を開

催する。また、大学等との連携協力事業として各種講座を開催する。

その他展示事業として、奈良の近代における美術や文化を発掘する「奈良を観る」を

シリーズ企画し、第２回目として奈良市・月ヶ瀬村・都祁村の合併１０周年を記念する

展覧会を開催する。さらに奈良と関わりの深い画家・須田剋太を取り上げて紹介する。

•奈良市北部会館市民文化ホール

奈良大学と連携して「奈良の文化・歴史」をテーマにした市民公開講座を開催する。

また、市民の豊かな交流活動を推進し、地域の方々の健康増進、交流の場とすることを

目的に、平城ニュータウン文化協会等と連携して平城ニュータウン地区文化祭を開催す

る。

•奈良市杉岡華 書道美術館

展示作品を中心に列品解説講座や書道に関連した幅広い分野をテーマに講演する書道

文化講座、初心者でもすぐに生かせる書道実技講座、子ども向けの筆書き体験コーナー、

学芸員による作品解説会を開催する。また、平成２６年度に発足した友の会会員の方々

に展覧会等の情報発信をし、普及活動を行う。

展覧会事業については、企画展として現代書壇の巨匠に焦点を当て紹介するシリーズ

展の「謙慎の書②青山杉雨の門流 梅原清山と寄鶴文社選抜展」と、明治から平成にか

けてのかな書の発展を検証する「近現代かな書の流れ」シリーズの２回目となる「大字

かな運動の展開」展を、杉岡華 作品による館蔵品展と共に開催する。

•奈良市勤労者総合福祉センター

勤労者をはじめ広く市民を対象として、パソコン教室や社交ダンス講座等の各種教室

を開催し、トレーニング指導を行う。

•勤労者福祉サービスセンター事業部門

市内の中小企業の事業所に対し、福祉事業の内容について広報を行い、会員加入の促

進を行う。また、会員及びその家族を対象に、日帰りバスツアー等の福利厚生事業、会
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員の相互扶助を基本とした各種給付事業、健康管理事業及び貸付斡旋事業を行う。

（指定管理施設）

なら１００年会館

奈良市美術館

奈良市北部会館市民文化ホール

奈良市杉岡華 書道美術館

奈良市勤労者総合福祉センター

【スポーツ・武道事業グループ】

各種体育・スポーツ事業等を開催してその普及振興を図り、市民の心身の健全な発達

に寄与するための事業を行う。また、剣道・柔道その他武道の振興を図る。

また、平成２７年度より一部共同体として指定管理を行うミズノスポーツサービス株

式会社・美津濃株式会社（以下「ミズノ」という。）とも連携を図り、引き続きＪリー

グを目指すサッカーチーム「奈良クラブ」及びプロバスケットボールチーム「バンビシ

ャス奈良」と提携し各スクールを開催、バスケットボールスクールにおいては、新たに

中学生の部門を増設し、将来のトップアスリートを輩出することを目的に事業展開を行

う。さらに、スポーツ事業を得意分野とするミズノと協力し、各施設を有効活用しなが

ら新規事業を開催する。

武道普及振興事業として、剣道・柔道・槍術等、各種武道関連団体との連携、協力の

もと、武道人口の裾野を広げるべく、マスメディア等広報を活用し武道教室、演武会の

更なる発展、活性化を図る。

（指定管理施設）

奈良市緑ヶ丘球場

奈良市中央体育館

奈良市中央第二体育館

奈良市南部生涯スポーツセンター体育館

奈良市西部生涯スポーツセンター体育館

奈良市青山プール

奈良市西部生涯スポーツセンター屋内温水プール

奈良市柏木コート

奈良市黒谷コート
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奈良市平城第一コート

奈良市平城第二コート

奈良市青山コート

奈良市佐保山コート

奈良市西部生涯スポーツセンターコート

奈良市南部生涯スポーツセンターコート

奈良市柏木球技場

奈良市黒谷球技場

奈良市平城第一球技場

奈良市平城第二球技場

奈良市中ノ川球技場

奈良市奈良阪球技場

奈良市登美ヶ丘球技場

奈良市西部生涯スポーツセンター球技場

奈良市南部生涯スポーツセンター球技場

奈良市西部生涯スポーツセンターゲートボール場

奈良市南部生涯スポーツセンター多目的コート

奈良市西部生涯スポーツセンタークラブハウス

奈良市中央武道場

奈良市中央第二武道場

奈良市弓道場

奈良市鴻ノ池相撲場

【まちづくり振興事業グループ】

なら・まほろば景観まちづくり条例に基づく奈良町都市景観形成地区を中心とした

「ならまち」において、地域文化を振興するとともに伝統的文化、芸能及び工芸を継承

することにより、「ならまち」の活性化と市民文化の発展に寄与するための事業を行う。

また、都祁地域において、市民の文化芸術の振興及び都祁地域と市街地住民との交流

促進に努め、生涯スポーツ宣言地域として各種クラブ団体等による幅広い施設利用を図

り、地域の発展に寄与するための事業を行う。

•ならまち振興事業部門
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文化振興、地域活性化及び広報啓発を目的として、講座・展示会・わらべうたフェス

タ・伝統文化鑑賞会・マップ制作等を実施する。また、受託事業として、町家バンク・

ナイトカルチャー・出前カルチャーを実施する。

•奈良市ならまちセンター

奈良公園一帯で開催されるイベントである「なら燈花会」の期間に合わせて野外で行

う「ならまち篝火コンサート」、近年大変人気のあるフラダンスに注目した「フラダン

スフェスティバル」や「正倉院展」に合わせた文化講演会「正倉院展見どころ講座」を

開催する。また、奈良らしい音楽をテーマにした「ならまちコンサート」、奈良町落語

館と共催で「ならまち落語会」、市民の方々の総合文化芸術祭として「ならまちいきい

きフェスティバル」を開催する。

•奈良市音声館

奈良に伝わる“わらべうた”の伝承を行い、あらゆる世代を対象とした「ならまちわ

らべうた教室」を通年で開講する。また、奈良の歴史や文化の伝承として、創作ミュー

ジカル「二月堂良弁杉」の定期公演をはじめ、奈良の民話子どもミュージカルや大型紙

芝居、エントランスコンサートの定期公演を行う。

また、幼稚園・保育園へのわらべうた遊び指導講師派遣、大人と子どもが一緒に楽し

めるコーラス教室や子ども邦楽教室・お茶教室を開催し、子どもたちに伝統文化や音楽

を学ぶ場を提供する。

•なら工藝館

奈良伝統工芸の振興発展を図ることを目的として、奈良の工芸作家等との連携により、

工芸作品の展示・販売・制作実演や子ども工芸体験教室、各種工芸教室を開催する。

また、奈良伝統工芸後継者育成事業にも取り組み、研修者の支援を行う。

•入江泰𠮷記念奈良市写真美術館

写真家・入江泰𠮷氏の功績を顕彰することを目的として、入江泰𠮷記念写真賞実行委

員会主催のもと、奈良市との共催事業として「入江泰𠮷記念写真賞・ならＰＨＯＴＯ

ＣＯＮＴＥＳＴ」受賞作品展を写真美術館と東京で開催する。

写真の普及活動として、「高畑写真倶楽部」をはじめ各種講座や県内の高校写真部と

の連携事業を展開する。また、大阪府立大学及び高岡市万葉歴史館と連携し、入江作品

を通した万葉コンソーシアム事業を開催する。さらに、奈良国立博物館及び奈良県立美

術館と連携し、３館の周遊を促進するイベントの開催や観覧料の割引を実施し、日本文
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化の原点ともいえる奈良の文化財と歴史景観の魅力の発信、新しい奈良文化の創造を目

的とする奈良トライアングルミュージアムズ連携事業を行う。

•入江泰𠮷旧居

写真家・入江泰𠮷氏のひととなりを知り得る事業を開催し、氏の功績を顕彰する。ま

た写真美術館と協同し、暗室を利用した独自の事業や写真講座等のワークショップを開

催する。さらに、奈良市きたまちの活動団体と連携し、地域の活性や観光振興につなが

る事業を開催する。

•奈良市ならまち格子の家

ならまち観光の見所紹介等の案内業務及び「ならまちの歴史と町並み紹介」の常設展

示、ならまち振興事業部門自主事業による伝統文化鑑賞会やパネル展を実施し、奈良の

町家の生活様式に直接触れる機会を観光客や市民に提供する。

•奈良市都祁交流センター等３施設（都祁体育館・都祁生涯スポーツセンター）

都祁地域の地域間・世代間交流事業として、野外体験事業「アウトドアしようぜ！第

３弾・第４弾」を６月と７月に開催する。また、中高年者対象の健康づくり体験として、

「都祁を歩く！」を開催する。講師指導の下、ウォーキング教室も交えながら改めて都

祁の魅力を再発見する。音楽の里づくり事業として、認定こども園や小中学校へのアウ

トリーチや楽器体験のワークショップ・ファミリー向けミニコンサート等を開催する。

未就学の子ども達を対象に「おはなし会」（ブラックシアター、絵本や紙芝居の読み聞

かせ、新刊紹介）を開催する。

また、広報活動の一環として「施設だより」を発行する。

（指定管理施設）

奈良市ならまちセンター

奈良市音声館

なら工藝館

入江泰𠮷記念奈良市写真美術館

入江泰𠮷旧居

奈良市ならまち格子の家

奈良市都祁交流センター

奈良市都祁体育館

奈良市都祁生涯スポーツセンターコート
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奈良市都祁生涯スポーツセンター球技場

奈良市都祁生涯スポーツセンター多目的コート

奈良市都祁生涯スポーツセンタークラブハウス
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収 支 予 算 書
平成２７年４月１日から平成２８年３月３１日まで

（単位：千円）

科 目 予 算 額 前年度予算額 増 減 備 考

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１. 経常増減の部
⑴ 経常収益
① 基本財産運用益 45 38 7

基本財産受取利息 45 38 7
② 特定資産運用益 14 14 0

特定資産受取利息 14 14 0
③ 受取入会金 205 200 5

受取入会金 205 200 5
④ 受取会費 39,885 39,315 570

受取会費 39,885 39,315 570
⑤ 事業収益 146,560 165,745 △ 19,185

入場料収益 36,038 55,401 △ 19,363
観覧料収益 2,180 472 1,708
共催金収益 8,948 7,990 958
受講料収益 82,924 88,009 △ 5,085
出品料収益 750 750 0
協賛金収益 2,605 780 1,825
参加費収益 1,865 1,666 199
普及事業収益 420 54 366
小売業収益 8,921 9,220 △ 299
受取手数料 1,509 1,003 506
その他収益 400 400 0

⑥ 受取補助金等 1,412,660 1,426,880 △ 14,220
受取指定管理料 1,260,800 1,277,228 △ 16,428
受取地方公共団体補助金 141,860 118,600 23,260
事業受託収益 7,450 21,700 △ 14,250
受取民間助成金 2,550 9,352 △ 6,802

⑦ 受取負担金 35,095 34,100 995
受取負担金 35,095 34,100 995

⑧ 雑収益 5,253 5,543 △ 290
受取利息 52 105 △ 53
雑収益 1,001 1,748 △ 747
運営協力金等収益 4,200 3,690 510

経常収益計 1,639,717 1,671,835 △ 32,118
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科 目 予 算 額 前年度予算額 増 減 備 考

⑵ 経常費用
① 事業費 1,581,424 1,633,805 △ 52,381

役員報酬 96 96 0
給料手当 527,541 576,844 △ 49,303
臨時雇賃金 34,780 32,709 2,071
福利厚生費 94,046 103,917 △ 9,871
旅費交通費 3,672 2,538 1,134
通信運搬費 9,966 9,017 949
減価償却費 63 135 △ 72
消耗什器備品費 1,951 2,043 △ 92
消耗品費 32,931 27,814 5,117
修繕費 11,864 7,825 4,039
印刷製本費 20,892 20,581 311
燃料費 2,611 3,009 △ 398
光熱水料費 286,167 264,089 22,078
賃借料 33,374 38,094 △ 4,720
保険料 8,400 9,036 △ 636
諸謝金 59,356 53,215 6,141
租税公課 51,702 51,075 627
支払負担金 4,021 3,917 104
支払助成金 69,052 68,789 263
委託費 312,121 336,127 △ 24,006
会議費 317 256 61
支払手数料 8,170 9,362 △ 1,192
広告宣伝費 3,726 3,077 649
仕入 1,395 2,207 △ 812
原材料費 1,229 1,085 144
医薬材料費 1,421 1,374 47
雑費 560 5,574 △ 5,014

② 管理費 74,795 50,493 24,302
役員報酬 12,720 6,447 6,273
給料手当 44,159 29,038 15,121
福利厚生費 10,038 6,198 3,840
旅費交通費 55 66 △ 11
通信運搬費 324 510 △ 186
減価償却費 20 33 △ 13
消耗品費 406 443 △ 37
修繕費 50 100 △ 50
燃料費 39 39 0
賃借料 3,744 3,734 10
保険料 7 7 0
諸謝金 710 720 △ 10
租税公課 170 163 7
支払負担金 462 577 △ 115
委託費 1,712 2,217 △ 505
支払手数料 179 201 △ 22
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科 目 予 算 額 前年度予算額 増 減 備 考

経常費用計 1,656,219 1,684,298 △ 28,079
評価損益等調整前当期経常増減額 △ 16,502 △ 12,463 △ 4,039
評価損益等計 0 0 0
当期経常増減額 △ 16,502 △ 12,463 △ 4,039

２. 経常外増減の部
⑴ 経常外収益
経常外収益計 0 0 0
⑵ 経常外費用
経常外費用計 0 0 0
当期経常外増減額 0 0 0
税引前当期一般正味財産増減額 △ 16,502 △ 12,463 △ 4,039
当期一般正味財産増減額 △ 16,502 △ 12,463 △ 4,039
一般正味財産期首残高 68,239 66,822 1,417
一般正味財産期末残高 51,737 54,359 △ 2,622

Ⅱ 指定正味財産増減の部
一般正味財産への振替額 0 0 0
一般正味財産への振替額 0 0 0
当期指定正味財産増減額 0 0 0
指定正味財産期首残高 86,004 86,004 0
指定正味財産期末残高 86,004 86,004 0

Ⅲ 正味財産期末残高 137,741 140,363 △ 2,622
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予 定 貸 借 対 照 表
平成２８年３月３１日

（単位：千円）

科 目 当 年 度 前 年 度 増 減 備 考

Ⅰ 資産の部
１．流動資産

現金預金 73,636 102,490 △ 28,854
現金 770 770 0
普通預金 72,866 101,720 △ 28,854
未収金 736 444 292
前払金 1,516 1,152 364
商品 2,274 2,275 △ 1
たな卸資産 1,415 1,415 0
流動資産合計 79,577 107,776 △ 28,199

２．固定資産
⑴ 基本財産

定期預金 50,000 50,000 0
基本財産合計 50,000 50,000 0

⑵ 特定資産
減価償却引当預金 2,795 2,762 33
書道芸術振興積立金 36,623 38,084 △ 1,461
永年在会給付事業積立預金 19,810 22,268 △ 2,458
運営基金積立準備預金 6,982 6,777 205
共済事業引当預金 2,992 3,608 △ 616
記念事業費積立預金 8,089 8,089 0
特定資産合計 77,291 81,588 △ 4,297

⑶ その他の固定資産
車両運搬具 33 66 △ 33
什器備品 0 49 △ 49
その他固定資産合計 33 115 △ 82
固定資産合計 127,324 131,703 △ 4,379
資産合計 206,901 239,479 △ 32,578

Ⅱ 負債の部
１．流動負債

前受金 6,250 6,250 0
未払金 57,942 66,861 △ 8,919
預り金 4,968 12,125 △ 7,157
流動負債合計 69,160 85,236 △ 16,076

２．固定負債
固定負債合計 0 0 0
負債合計 69,160 85,236 △ 16,076
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科 目 当 年 度 前 年 度 増 減 備 考

Ⅲ 正味財産の部
１．指定正味財産

寄付金 86,004 86,004 0
指定正味財産合計 86,004 86,004 0
(うち基本財産への充当額) (50,000) (50,000) (0)
(うち特定資産への充当額) (36,004) (36,004) (0)

２．一般正味財産 51,737 68,239 △ 16,502
(うち特定資産への充当額) (41,287) (45,585) (△ 4,298)
正味財産合計 137,741 154,243 △ 16,502
負債及び正味財産合計 206,901 239,479 △ 32,578
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予 定 正 味 財 産 増 減 計 算 書
平成２７年４月１日から平成２８年３月３１日まで

（単位：千円）

科 目 当 年 度 前 年 度 増 減 備 考

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１. 経常増減の部
⑴ 経常収益
① 基本財産運用益 45 50 △ 5

基本財産受取利息 45 50 △ 5
② 特定資産運用益 14 13 1

特定資産受取利息 14 13 1
③ 受取入会金 205 200 5

受取入会金 205 200 5
④ 受取会費 39,885 39,797 88

受取会費 39,885 39,797 88
⑤ 事業収益 146,560 130,895 15,665

入場料収益 36,038 38,273 △ 2,235
観覧料収益 2,180 481 1,699
共催金収益 8,948 11,138 △ 2,190
受講料収益 82,924 71,183 11,741
出品料収益 750 750 0
協賛金収益 2,605 500 2,105
参加費収益 1,865 1,640 225
普及事業収益 420 208 212
小売業収益 8,921 5,280 3,641
受取手数料 1,509 1,162 347
その他収益 400 280 120

⑥ 受取補助金等 1,412,660 1,414,344 △ 1,684
受取指定管理料 1,260,800 1,268,883 △ 8,083
受取地方公共団体補助金 141,860 115,972 25,888
事業受託収益 7,450 21,651 △ 14,201
受取民間助成金 2,550 7,838 △ 5,288

⑦ 受取負担金 35,095 35,241 △ 146
受取負担金 35,095 35,241 △ 146

⑧ 受取寄付金 0 100 △ 100
受取寄付金 0 100 △ 100

⑨ 雑収益 5,253 5,942 △ 689
受取利息 52 61 △ 9
雑収益 1,001 2,191 △ 1,190
運営協力金等収益 4,200 3,690 510

経常収益計 1,639,717 1,626,582 13,135
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科 目 当 年 度 前 年 度 増 減 備 考

⑵ 経常費用
① 事業費 1,581,424 1,575,215 6,209

役員報酬 96 96 0
給料手当 527,541 544,726 △ 17,185
臨時雇賃金 34,780 36,360 △ 1,580
福利厚生費 94,046 101,921 △ 7,875
旅費交通費 3,672 2,007 1,665
通信運搬費 9,966 9,834 132
減価償却費 63 73 △ 10
消耗什器備品費 1,951 2,342 △ 391
消耗品費 32,931 26,414 6,517
修繕費 11,864 21,886 △ 10,022
印刷製本費 20,892 17,733 3,159
燃料費 2,611 2,701 △ 90
光熱水料費 286,167 277,352 8,815
賃借料 33,374 30,952 2,422
保険料 8,400 8,101 299
諸謝金 59,356 47,833 11,523
租税公課 51,702 48,378 3,324
支払負担金 4,021 3,896 125
支払助成金 69,052 64,489 4,563
委託費 312,121 313,041 △ 920
会議費 317 290 27
支払手数料 8,170 7,896 274
広告宣伝費 3,726 3,035 691
仕入 1,395 1,442 △ 47
原材料費 1,229 291 938
医薬材料費 1,421 1,464 △ 43
雑費 560 662 △ 102

② 管理費 74,795 50,376 24,419
役員報酬 12,720 6,295 6,425
給料手当 44,159 29,264 14,895
福利厚生費 10,038 6,124 3,914
旅費交通費 55 66 △ 11
通信運搬費 324 334 △ 10
減価償却費 20 33 △ 13
消耗品費 406 416 △ 10
修繕費 50 100 △ 50
燃料費 39 39 0
賃借料 3,744 3,828 △ 84
保険料 7 4 3
諸謝金 710 720 △ 10
租税公課 170 181 △ 11
支払負担金 462 642 △ 180
委託費 1,712 2,217 △ 505
支払手数料 179 113 66
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科 目 当 年 度 前 年 度 増 減 備 考

経常費用計 1,656,219 1,625,591 30,628
評価損益等調整前当期経常増減額 △ 16,502 991 △ 17,493
評価損益等計 0 0 0
当期経常増減額 △ 16,502 991 △ 17,493

２. 経常外増減の部
⑴ 経常外収益
経常外収益計 0 0 0
⑵ 経常外費用
経常外費用計 0 0 0
当期経常外増減額 0 0 0
税引前当期一般正味財産増減額 △ 16,502 991 △ 17,493
当期一般正味財産増減額 △ 16,502 991 △ 17,493
一般正味財産期首残高 68,239 67,248 991
一般正味財産期末残高 51,737 68,239 △ 16,502

Ⅱ 指定正味財産増減の部
一般正味財産への振替額 0 0 0
一般正味財産への振替額 0 0 0
当期指定正味財産増減額 0 0 0
指定正味財産期首残高 86,004 86,004 0
指定正味財産期末残高 86,004 86,004 0

Ⅲ 正味財産期末残高 137,741 154,243 △ 16,502
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奈良市議案第１０号

平成２７年度奈良市一般会計予算

平成２７年度奈良市の一般会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１２７，３００，０００千円と定める。

２ 歳入歳出予算の款・項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」

による。

（継続費）

第２条 地方自治法第２１２条第１項の規定による継続費の経費の総額及び年割額は、

「第２表 継続費」による。

（債務負担行為）

第３条 地方自治法第２１４条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、

期間及び限度額は、「第３表 債務負担行為」による。

（地方債）

第４条 地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の目

的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第４表 地方債」による。

（一時借入金）

第５条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、

２６，０００，０００千円と定める。

（歳出予算の流用）

第６条 地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額

を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

⑴ 各項に計上した給料、職員手当及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合にお

ける同一款内でこれらの経費の各項の間の流用。

平成２７年２月２７日提出

奈良市長 仲 川 元 庸
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第１表 歳入歳出予算

歳 入

款 項 金 額

１.市 税 51,669,346

１. 市 民 税 26,287,991

２. 固 定 資 産 税 18,916,140

３. 軽 自 動 車 税 450,163

４. 市 た ば こ 税 1,895,622

５. 特 別 土 地 保 有 税 194

６. 入 湯 税 6,466

７. 事 業 所 税 934,498

８. 都 市 計 画 税 3,178,272

２. 地 方 譲 与 税 830,000

１. 地 方 揮 発 油 譲 与 税 260,000

２. 自 動 車 重 量 譲 与 税 570,000

３. 利 子 割 交 付 金 200,000

１. 利 子 割 交 付 金 200,000

４. 配 当 割 交 付 金 850,000

１. 配 当 割 交 付 金 850,000

５. 株式等譲渡所得割交付金 450,000

１. 株式等譲渡所得割交付金 450,000

６. 地 方 消 費 税 交 付 金 5,400,000

１. 地 方 消 費 税 交 付 金 5,400,000

７. ゴルフ場利用税交付金 300,000

１. ゴルフ場利用税交付金 300,000

８. 自動車取得税交付金 180,000

１. 自動車取得税交付金 180,000

千円
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款 項 金 額

９.国有提供施設等所在市 町 村 助 成 交 付 金 3,434

１. 国有提供施設等所在市 町 村 助 成 交 付 金 3,434

10. 地 方 特 例 交 付 金 230,000

１. 地 方 特 例 交 付 金 230,000

11. 地 方 交 付 税 14,550,000

１. 地 方 交 付 税 14,550,000

12. 交通安全対策特別交付金 50,000

１. 交通安全対策特別交付金 50,000

13. 分 担 金 及 び 負 担 金 1,594,715

１. 分 担 金 1,450

２. 負 担 金 1,593,265

14. 使 用 料 及 び 手 数 料 2,449,987

１. 使 用 料 1,728,391

２. 手 数 料 721,596

15. 国 庫 支 出 金 23,320,279

１. 国 庫 負 担 金 18,821,447

２. 国 庫 補 助 金 2,702,865

３. 国 庫 委 託 金 133,557

４. 国 庫 交 付 金 1,662,410

16. 県 支 出 金 6,712,831

１. 県 負 担 金 5,375,264

２. 県 補 助 金 945,597

３. 県 委 託 金 308,838

４. 県 交 付 金 83,132

千円
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歳 出

款 項 金 額

17. 財 産 収 入 174,652

１. 財 産 運 用 収 入 75,430

２. 財 産 売 払 収 入 99,222

18. 寄 附 金 30,500

１. 寄 附 金 30,500

19. 繰 入 金 595,976

１. 基 金 繰 入 金 595,976

20. 諸 収 入 3,323,080

１. 延滞金・加算金及び過料 190,001

２. 預 金 利 子 2,910

３. 貸 付 金 元 利 収 入 1,340,829

４. 雑 入 1,789,340

21. 市 債 14,385,200

１. 市 債 14,385,200

歳 入 合 計 127,300,000

千円

款 項 金 額

１.議 会 費 774,137

１. 議 会 費 774,137

２. 総 務 費 15,327,762

１. 総 務 管 理 費 11,559,945

２. 企 画 費 1,612,274

３. 徴 税 費 1,131,863

千円
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款 項 金 額

４.戸 籍 住 民
基 本 台 帳 費 610,206

５. 選 挙 費 141,167

６. 統 計 調 査 費 192,111

７. 監 査 委 員 費 80,196

３. 民 生 費 53,560,361

１. 社 会 福 祉 費 24,091,022

２. 児 童 福 祉 費 16,240,105

３. 生 活 保 護 費 13,050,618

４. 国 民 年 金 事 務 費 178,616

４. 衛 生 費 10,577,873

１. 保 健 衛 生 費 1,863,323

２. 保 健 所 費 1,794,055

３. 清 掃 費 6,215,946

４. 上 水 道 費 704,549

５. 労 働 費 129,134

１. 労 働 諸 費 129,134

６. 農 林 水 産 業 費 556,430

１. 農 林 費 556,430

７. 商 工 費 1,578,868

１. 商 工 費 1,578,868

８. 観 光 費 959,538

１. 観 光 費 959,538

９. 土 木 費 8,869,334

１. 土 木 管 理 費 152,729

２. 道 路 橋 梁 費 2,436,532

千円
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款 項 金 額

３.河 川 費 288,740

４. 都 市 計 画 費 3,459,483

５. 下 水 道 費 2,046,000

６. 住 宅 費 485,850

10. 消 防 費 4,723,511

１. 消 防 費 4,723,511

11. 教 育 費 12,711,973

１. 教 育 総 務 費 2,532,376

２. 小 学 校 費 2,423,661

３. 中 学 校 費 1,688,944

４. 高 等 学 校 費 1,119,775

５. 幼 稚 園 費 1,208,775

６. 社 会 教 育 費 1,401,886

７. 保 健 体 育 費 2,336,556

12. 災 害 復 旧 費 39,000

１. 農 林 水 産 業 施 設
災 害 復 旧 費 7,000

２. 土木施設災害復旧費 32,000

13. 公 債 費 17,405,977

１. 公 債 費 17,405,977

14. 諸 支 出 金 36,102

１. 地 元 公 共 事 業 基 金 33,102

２. 財 政 調 整 基 金 2,000

３. 減 債 基 金 1,000

15. 予 備 費 50,000

１. 予 備 費 50,000

歳 出 合 計 127,300,000

千円
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第２表 継続費

１．新規分

第３表 債務負担行為

１．新規分

款 項 事 業 名 総 額 年 度 年 割 額

総 務 費 徴 税 費 固定資産路線価
付 設 業 務 120,000

平成27年度 24,000

平成28年度 67,000

平成29年度 29,000

衛 生 費 清 掃 費

南 部 土 地 改 良
清美事業第２工区
(東 谷 地 区)
整 備 事 業

2,100,000

平成27年度 700,000

平成28年度 1,400,000

千円 千円

事 項 期 間 限 度 額

人事課事務労働者派遣業務 平成２７年度から
平成２８年度まで 7,600

税額通知書印刷等経費 平成２７年度から
平成２８年度まで 9,500

新斎苑環境評価業務委託 平成２７年度から
平成２８年度まで 32,000

クリーンセンター環境影響評価業務委託 平成２７年度から
平成３０年度まで 110,000

千円

－47－



第４表 地方債

起債の目的 限度額 起債の方法 利 率 償還の方法

庁舎等施設整備事業 358,300

普通貸借

又 は

債券発行

５．０％以内
（利率見直し
方式により当
該利率の見直
しを行った後
においては、
見直し後の利
率とする。）

政府資金については
その融資条件により、
銀行その他の場合に
は、その債権者との
協定による。ただし、
市財政の都合により
据置期間を短縮し、
もしくは繰上償還又
は低利に借換えする
ことができる。

文化振興施設整備事業 83,900 〃 〃 〃

スポーツ施設整備事業 134,600 〃 〃 〃

福 祉 施 設 整 備 事 業 254,700 〃 〃 〃

保健衛生施設整備事業 77,700 〃 〃 〃

清 掃 施 設 整 備 事 業 584,800 〃 〃 〃

労働福祉施設整備事業 12,000 〃 〃 〃

土 地 基 盤 整 備 事 業 32,100 〃 〃 〃

観 光 施 設 整 備 事 業 33,100 〃 〃 〃

道 路 事 業 1,257,400 〃 〃 〃

河 川 事 業 146,500 〃 〃 〃

都 市 計 画 事 業 462,700 〃 〃 〃

公 営 住 宅 建 設 事 業 136,300 〃 〃 〃

消 防 施 設 整 備 事 業 720,800 〃 〃 〃

義務教育施設整備事業 1,874,000 〃 〃 〃

高等学校施設整備事業 120,100 〃 〃 〃

幼稚園施設整備事業 60,700 〃 〃 〃

社会教育施設整備事業 99,900 〃 〃 〃

災 害 復 旧 事 業 35,600 〃 〃 〃

退 職 手 当 1,400,000 〃 〃 〃

臨 時 財 政 対 策 6,500,000 〃 〃 〃

計 14,385,200

千円
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奈良市議案第１１号

平成２７年度奈良市住宅新築資金等
貸付金特別会計予算

平成２７年度奈良市の住宅新築資金等貸付金特別会計の予算は、次に定めるところによ

る。

（歳入歳出予算）

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１６，４００千円と定める。

２ 歳入歳出予算の款・項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」

による。

平成２７年２月２７日提出

奈良市長 仲 川 元 庸

－49－



第１表 歳入歳出予算

歳 入

歳 出

款 項 金 額

１.繰 入 金 2,300

１. 一 般 会 計 繰 入 金 2,300

２. 諸 収 入 14,100

１. 雑 入 14,100

歳 入 合 計 16,400

千円

款 項 金 額

１.住 宅 新 築 資 金 等
貸 付 事 業 費

6,440

１. 総 務 管 理 費 6,440

２. 公 債 費 9,960

１. 公 債 費 9,960

歳 出 合 計 16,400

千円
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奈良市議案第１２号

平成２７年度奈良市国民健康保険
特別会計予算

平成２７年度奈良市の国民健康保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ４２，５００，０００千円と定める。

２ 歳入歳出予算の款・項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」

による。

（債務負担行為）

第２条 地方自治法第２１４条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、

期間及び限度額は、「第２表 債務負担行為」による。

（一時借入金）

第３条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、

５，０００，０００千円と定める。

平成２７年２月２７日提出

奈良市長 仲 川 元 庸
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第１表 歳入歳出予算

歳 入

款 項 金 額

１.国 民 健 康 保 険 料 8,646,634

１. 国 民 健 康 保 険 料 8,646,634

２. 使 用 料 及 び 手 数 料 120

１. 手 数 料 120

３. 国 庫 支 出 金 8,336,424

１. 国 庫 負 担 金 6,438,615

２. 国 庫 補 助 金 1,897,809

４. 療 養 給 付 費 交 付 金 1,284,918

１. 療 養 給 付 費 交 付 金 1,284,918

５. 前 期 高 齢 者 交 付 金 10,600,000

１. 前 期 高 齢 者 交 付 金 10,600,000

６. 県 支 出 金 1,862,837

１. 県 負 担 金 264,611

２. 県 補 助 金 1,598,226

７. 共 同 事 業 交 付 金 8,836,000

１. 共 同 事 業 交 付 金 8,836,000

８. 財 産 収 入 1,000

１. 財 産 運 用 収 入 1,000

９. 繰 入 金 2,873,006

１. 一 般 会 計 繰 入 金 2,873,006

10. 諸 収 入 59,061

１. 延 滞 金 及 び 過 料 61

２. 雑 入 54,200

３. 療養費等指定公費返還金 4,800

歳 入 合 計 42,500,000

千円
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歳 出

款 項 金 額

１.総 務 費 347,126

１. 総 務 管 理 費 270,025

２. 賦 課 徴 収 費 76,379

３. 運 営 協 議 会 費 722

２. 保 険 給 付 費 26,175,769

１. 給 付 諸 費 26,175,769

３. 老 人 保 健 拠 出 金 1,300

１. 老 人 保 健 拠 出 金 1,300

４. 後期高齢者支援金等 4,900,500

１. 後期高齢者支援金等 4,900,500

５. 前期高齢者納付金等 5,500

１. 前期高齢者納付金等 5,500

６. 介 護 納 付 金 1,850,000

１. 介 護 納 付 金 1,850,000

７. 共 同 事 業 拠 出 金 8,836,030

１. 共 同 事 業 拠 出 金 8,836,030

８. 保 健 事 業 費 321,475

１. 特定健康診査等事業費 278,850

２. 保 健 事 業 費 42,625

９. 基 金 積 立 金 1,000

１. 基 金 積 立 金 1,000

10. 公 債 費 15,000

１. 公 債 費 15,000

11. 諸 支 出 金 45,800

１. 還付及び還付加算金 41,000

２. 療養費等指定公費立替金 4,800

千円
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第２表 債務負担行為

１．新規分

款 項 金 額

12. 予 備 費 500

１. 予 備 費 500

歳 出 合 計 42,500,000

千円

事 項 期 間 限 度 額

国民健康保険証印刷等経費 平成２７年度から
平成２８年度まで 6,300

国民健康保険料通知書印刷等経費 平成２７年度から
平成２８年度まで 4,700

千円
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奈良市議案第１３号

平成２７年度奈良市土地区画
整理事業特別会計予算

平成２７年度奈良市の土地区画整理事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ２，５８２，０００千円と定める。

２ 歳入歳出予算の款・項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」

による。

（地方債）

第２条 地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の目

的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第２表 地方債」による。

平成２７年２月２７日提出

奈良市長 仲 川 元 庸
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第１表 歳入歳出予算

歳 入

歳 出

款 項 金 額

１.国 庫 支 出 金 687,281

１. 国 庫 交 付 金 687,281

２. 繰 入 金 1,019,654

１. 一 般 会 計 繰 入 金 1,019,654

３. 諸 収 入 765

１. 雑 入 765

４. 市 債 874,300

１. 市 債 874,300

歳 入 合 計 2,582,000

千円

款 項 金 額

１.西 大 寺 駅 南 地 区
土地区画整理事業費 1,574,000

１. 西 大 寺 駅 南 地 区
土地区画整理事業費 1,574,000

２. Ｊ Ｒ 奈 良 駅 南 地 区土地区画整理事業費 178,000

１. Ｊ Ｒ 奈 良 駅 南 地 区土地区画整理事業費 178,000

３. 公 債 費 830,000

１. 公 債 費 830,000

歳 出 合 計 2,582,000

千円
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第２表 地方債

起債の目的 限 度 額 起債の方法 利 率 償 還 の 方 法

西 大 寺 駅 南 地 区

土 地 区 画 整 理 事 業
788,700

普通貸借

又 は

債券発行

５．０％以内
（利率見直し
方式により当
該利率の見直
しを行った後
においては、
見直し後の利
率とする。）

政府資金については
その融資条件により、
銀行その他の場合に
は、その債権者との
協定による。ただし、
市財政の都合により
据置期間を短縮し、
もしくは繰上償還又
は低利に借換えする
ことができる。

Ｊ Ｒ 奈 良 駅 南 地 区

土 地 区 画 整 理 事 業
85,600 〃 〃 〃

計 874,300

千円
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奈良市議案第１４号

平成２７年度奈良市市街地再開発
事業特別会計予算

平成２７年度奈良市の市街地再開発事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ２８３，８００千円と定める。

２ 歳入歳出予算の款・項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」

による。

平成２７年２月２７日提出

奈良市長 仲 川 元 庸
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第１表 歳入歳出予算

歳 入

歳 出

款 項 金 額

１.繰 入 金 283,800

１. 一 般 会 計 繰 入 金 283,800

歳 入 合 計 283,800

千円

款 項 金 額

１.公 債 費 283,800

１. 公 債 費 283,800

歳 出 合 計 283,800

千円
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奈良市議案第１５号

平成２７年度奈良市公共用地
取得事業特別会計予算

平成２７年度奈良市の公共用地取得事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ３２８，４００千円と定める。

２ 歳入歳出予算の款・項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」

による。

平成２７年２月２７日提出

奈良市長 仲 川 元 庸
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第１表 歳入歳出予算

歳 入

歳 出

款 項 金 額

１.繰 入 金 328,400

１. 一 般 会 計 繰 入 金 328,400

歳 入 合 計 328,400

千円

款 項 金 額

１.公 債 費 328,400

１. 公 債 費 328,400

歳 出 合 計 328,400

千円
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奈良市議案第１６号

平成２７年度奈良市駐車場事業
特別会計予算

平成２７年度奈良市の駐車場事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ３１３，９００千円と定める。

２ 歳入歳出予算の款・項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」

による。

平成２７年２月２７日提出

奈良市長 仲 川 元 庸
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第１表 歳入歳出予算

歳 入

歳 出

款 項 金 額

１.使 用 料 及 び 手 数 料 100,275

１. 使 用 料 100,275

２. 繰 入 金 213,314

１. 一 般 会 計 繰 入 金 213,314

３. 諸 収 入 311

１. 雑 入 311

歳 入 合 計 313,900

千円

款 項 金 額

１.駐 車 場 事 業 費 103,000

１. 駐 車 場 費 103,000

２. 公 債 費 210,900

１. 公 債 費 210,900

歳 出 合 計 313,900

千円
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奈良市議案第１７号

平成２７年度奈良市介護保険
特別会計予算

平成２７年度奈良市の介護保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ２６，９５１，０００千円と定める。

２ 歳入歳出予算の款・項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」

による。

平成２７年２月２７日提出

奈良市長 仲 川 元 庸
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第１表 歳入歳出予算

歳 入

款 項 金 額

１.保 険 料 6,235,482

１. 介 護 保 険 料 6,235,482

２. 国 庫 支 出 金 5,768,544

１. 国 庫 負 担 金 4,717,701

２. 国 庫 補 助 金 1,050,843

３. 支 払 基 金 交 付 金 7,249,030

１. 支 払 基 金 交 付 金 7,249,030

４. 県 支 出 金 3,742,231

１. 県 負 担 金 3,662,233

２. 県 補 助 金 79,998

５. 財 産 収 入 7,832

１. 財 産 運 用 収 入 7,832

６. 繰 入 金 3,941,351

１. 一 般 会 計 繰 入 金 3,941,351

７. 諸 収 入 6,530

１. 雑 入 6,530

歳 入 合 計 26,951,000

千円
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歳 出

款 項 金 額

１.総 務 費 647,930

１. 総 務 管 理 費 327,801

２. 賦 課 徴 収 費 23,011

３. 介 護 認 定 審 査 会 費 297,118

２. 保 険 給 付 費 25,784,420

１. 介護サービス等諸費 25,784,420

３. 地 域 支 援 事 業 費 448,008

１. 介 護 予 防 事 業 費 104,986

２. 包 括 的 支 援 事 業
・ 任 意 事 業 費 343,022

４. 基 金 積 立 金 61,642

１. 基 金 積 立 金 61,642

５. 諸 支 出 金 9,000

１. 償還金及び還付加算金 9,000

歳 出 合 計 26,951,000

千円
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奈良市議案第１８号

平成２７年度奈良市母子父子寡婦
福祉資金貸付金特別会計予算

平成２７年度奈良市の母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計の予算は、次に定めるとこ

ろによる。

（歳入歳出予算）

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ３５，０００千円と定める。

２ 歳入歳出予算の款・項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」

による。

平成２７年２月２７日提出

奈良市長 仲 川 元 庸
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第１表 歳入歳出予算

歳 入

歳 出

款 項 金 額

１.繰 入 金 1,661

１. 一 般 会 計 繰 入 金 1,661

２. 繰 越 金 5,306

１. 繰 越 金 5,306

３. 諸 収 入 28,033

１. 貸 付 金 元 利 収 入 27,833

２. 雑 入 200

歳 入 合 計 35,000

千円

款 項 金 額

１.母子父子寡婦福祉資金
貸 付 事 業 費

35,000

１. 総 務 管 理 費 1,970

２. 貸 付 金 33,030

歳 出 合 計 35,000

千円
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奈良市議案第１９号

平成２７年度奈良市針テラス
事業特別会計予算

平成２７年度奈良市の針テラス事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ９１，１００千円と定める。

２ 歳入歳出予算の款・項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」

による。

平成２７年２月２７日提出

奈良市長 仲 川 元 庸
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第１表 歳入歳出予算

歳 入

歳 出

款 項 金 額

１.使 用 料 及 び 手 数 料 73,500

１. 使 用 料 73,500

２. 繰 入 金 17,600

１. 一 般 会 計 繰 入 金 17,600

歳 入 合 計 91,100

千円

款 項 金 額

１.公 債 費 91,100

１. 公 債 費 91,100

歳 出 合 計 91,100

千円
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奈良市議案第２０号

平成２７年度奈良市後期高齢者医療
特別会計予算

平成２７年度奈良市の後期高齢者医療特別会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ５，２９４，０００千円と定める。

２ 歳入歳出予算の款・項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」

による。

（債務負担行為）

第２条 地方自治法第２１４条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、

期間及び限度額は、「第２表 債務負担行為」による。

平成２７年２月２７日提出

奈良市長 仲 川 元 庸
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第１表 歳入歳出予算

歳 入

歳 出

款 項 金 額

１.後期高齢者医療保険料 4,233,114

１. 後期高齢者医療保険料 4,233,114

２. 使 用 料 及 び 手 数 料 3

１. 手 数 料 3

３. 繰 入 金 864,515

１. 一 般 会 計 繰 入 金 864,515

４. 繰 越 金 25,000

１. 繰 越 金 25,000

５. 諸 収 入 171,368

１. 延滞金・加算金及び過料 300

２. 償還金及び還付加算金 15,000

３. 雑 入 156,068

歳 入 合 計 5,294,000

千円

款 項 金 額

１.総 務 費 85,466

１. 総 務 管 理 費 74,088

２. 徴 収 費 11,378

２. 後 期 高 齢 者 医 療
広 域 連 合 納 付 金 5,052,467

１. 後 期 高 齢 者 医 療
広 域 連 合 納 付 金 5,052,467

３. 保 健 事 業 費 156,067

１. 健康保持増進事業費 156,067

歳 出 合 計 5,294,000

千円
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第２表 債務負担行為

１．新規分

事 項 期 間 限 度 額

後期高齢者医療保険料通知書印刷等経費 平成２７年度から
平成２８年度まで 2,700

後期高齢者健康診査受診券印刷等経費 平成２７年度から
平成２８年度まで 1,800

千円
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奈良市議案第２６号

奈良市附属機関設置条例の全部改正について

奈良市附属機関設置条例の全部を次のように改正しようとする。

平成２７年２月２７日提出

奈良市長 仲 川 元 庸

奈良市附属機関設置条例

奈良市附属機関設置条例（昭和２８年奈良市条例第２４号）の全部を改正する。

（趣旨）

第１条 この条例は、法律若しくはこれに基づく政令又は他の条例に定めのあるものを除

くほか、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１３８条の４第３項及び第２０２条

の３第１項並びに地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第１４条の規定に基づ

き、市長、教育委員会及び公営企業管理者（以下「執行機関等」という。）の附属機関

の設置等に関し必要な事項を定めるものとする。

（設置）

第２条 執行機関等の附属機関として、別表に掲げる附属機関を置く。

（委任）

第３条 この条例に定めるもののほか、附属機関の組織及び運営について必要な事項は、

当該附属機関の属する執行機関等が定める。ただし、当該附属機関が２以上の執行機関

等に属するときは、そのいずれかの執行機関等が定めることができる。

附 則

この条例は、平成２７年４月１日から施行する。

別表（第２条関係）

附属機関
の属する
執行機関
等

附属機関 担任する事務
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市長 奈良市表彰審査委
員会

有功表彰、功労表彰及び善行表彰についての審査及び
答申に関する事務

奈良市名誉市民審
議委員会

奈良市名誉市民の顕彰の適否についての審議及び答申
に関する事務

奈良市総合計画審
議会

本市のまちづくりの基本方向を明らかにし、総合的か
つ計画的な行政運営を図るための新たな総合計画の策
定についての調査審議及び答申並びに建議に関する事
務

奈良市特別職報酬
等審議会

特別職報酬等についての審議及び答申に関する事務

奈良市職員分限懲
戒審査委員会

職員の分限処分（地方公務員法（昭和２５年法律第２
６１号）第２８条第２項第１号の規定によるものを除
く。）及び懲戒処分の基礎となる事実並びに同法の適
用についての審査に関する事務

奈良市法令審査会 本市の条例及び重要な規則の制定改廃その他法令に関
する事案の審査に関する事務

奈良市バリアフリ
ー基本構想推進協
議会

奈良市バリアフリー基本構想推進についての調査審議
に関する事務

奈良市住居表示審
議会

住居表示に関する法律（昭和３７年法律第１１９号）
に基づき施行する住居表示整備事業並びに地方自治法
に基づく町の区域及びその名称の変更等についての市
長への答申及び調査審議に関する事務

奈良市人権施策協
議会

人権施策についての重要事項の調査審議に関する事務

奈良市地域福祉推
進会議

社会福祉法（昭和２６年法律第４５号）第１０７条の
規定による地域福祉計画の策定及び進捗に関する事項
についての調査審議に関する事務

奈良市生活困窮者
等自立支援事業業
務委託事業者審査
選定委員会

奈良市生活困窮者等自立支援事業を実施する事業者の
審査に関する事務

老人ホーム入所判
定委員会

養護老人ホームの入所措置及び入所継続の要否判定に
ついての審査に関する事務
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奈良市介護保険等
施設設置選考審査
委員会

介護保険等施設の設置・運営主体となる事業者の審査
に関する事務

奈良市幼保施設運
営事業者選定委員
会

市立幼稚園、保育所及びこども園の民間移管に係る事
業者の審査に関する事務

奈良市民間保育所
等選考審査委員会

民間保育所等の設置・運営主体となる事業者の審査に
関する事務

奈良市地域子育て
支援拠点事業実施
団体審査委員会

奈良市地域子育て支援拠点事業の実施団体の審査及び
評価に関する事務

奈良市食育推進会
議

食育推進についての重要事項の審議に関する事務

奈良市予防接種健
康被害調査委員会

予防接種による健康被害に関する事項の調査審議に関
する事務

奈良市精神保健福
祉連絡協議会

精神保健福祉活動事業及び自殺対策に関する重要事項
についての調査審議に関する事務

奈良市エイズ対策
推進会議

エイズ対策に関する重要事項についての審議に関する
事務

奈良市結核対策評
価推進会議

結核対策に関する重要事項についての審議に関する事
務

奈良市難病対策地
域協議会

難病対策に関する重要事項についての審議に関する事
務

奈良市市有施設の
屋根貸し太陽光発
電事業者選定委員
会

市有施設の屋根貸し太陽光発電事業者の選定に関する
事務

奈良市住宅用太陽
光発電モデルプラ
ン選定委員会

奈良市住宅用太陽光発電普及啓発事業の検討、審査及
び採択に関する事務

奈良市クリーンセ
ンター建設計画策
定委員会

奈良市クリーンセンター建設計画の策定等に関する事
務
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奈良市ラブホテル
及びぱちんこ屋等
建築等規制審議会

ラブホテル及びぱちんこ屋等の建築等の規制に関する
事項についての調査審議及び答申に関する事務

奈良市入札監視委
員会

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律
（平成１２年法律第１２７号）の趣旨に沿った公共工
事等に関する入札及び契約の適正化を図るために必要
な事項についての調査審議に関する事務

奈良市建設工事総
合評価審査委員会

本市が発注する建設工事における総合評価落札方式に
よる契約手続のうち、落札者決定基準の決定及び落札
者の決定に当たっての審査に関する事務

奈良市消防賞じゆ
つ金等審査会

奈良市消防賞じゆつ金及び殉職者特別賞じゆつ金条例
（昭和３９年奈良市条例第１１号）による賞じゆつ金
又は殉職者特別賞じゆつ金の授与の要件及び功績等の
程度の審査に関する事務

奈良市消防団員等
公務災害補償審査
会

奈良市消防団員及び消防に協力援助した者に対する災
害補償についての審査に関する事務

教育委員
会

奈良市立小・中学
校通学区域検討委
員会

市立小学校及び中学校の通学区域の設定又は変更につ
いての調査審議及び答申に関する事務

奈良市教職員分限
懲戒審査委員会

市立学校に勤務する県費負担教職員の分限処分（地方
公務員法第２８条第２項第１号の規定によるものを除
く。）及び懲戒処分に関する人事内申又は同法に規定
のない訓告処分等の措置等の基礎となる事実について
の審査に関する事務

奈良市教育支援委
員会

障害等により特別な支援を必要とする幼児、児童及び
生徒の就学指導及び教育支援を行うための調査審議に
関する事務

市長及び
教育委員
会

奈良市景観審議会 景観の形成、歴史的風土保存区域及び歴史的風土特別
保存地区並びに風致地区の区域内における行為の規制
並びに屋外広告物の規制に関する事項についての調査
審議及び答申並びに建議に関する事務

なら歴史まちづく
り推進協議会

奈良市歴史的風致維持向上計画の作成及び変更に関す
る協議及び認定並びに同計画の実施に係る連絡調整に
関する事務
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（提案理由）

要綱等により設置している審議会等についての見直しを行った結果、地方自治法上の附

属機関に該当するものについては条例で定める必要があるため、改正しようとするもので

ある。

奈良市史編集審議
会

奈良市史編集についての調査及び審議に関する事務

奈良市プロポーザ
ル審査委員会

本市が発注する委託業務等の随意契約の締結に当たり、
当該業務ごとに行うプロポーザル方式による事業者の
選定についての審議及び審査に関する事務

公営企業
管理者

奈良市上下水道事
業運営審議会

水道事業、簡易水道事業及び下水道事業の運営につい
ての重要事項の調査審議及び答申に関する事務

奈良市企業局プロ
ポーザル審査委員
会

奈良市企業局が発注する委託業務等の随意契約の締結
に当たり、当該業務ごとに行うプロポーザル方式によ
る事業者の選定についての審議及び審査に関する事務

奈良市企業局建設
工事総合評価審査
委員会

奈良市企業局が発注する建設工事における総合評価落
札方式による契約手続のうち、落札者決定基準の決定
及び落札者の決定に当たっての審査に関する事務
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奈良市議案第２７号

奈良市行政手続条例の一部改正について

奈良市行政手続条例の一部を次のように改正しようとする。

平成２７年２月２７日提出

奈良市長 仲 川 元 庸

奈良市行政手続条例の一部を改正する条例

奈良市行政手続条例（平成１１年奈良市条例第１９号）の一部を次のように改正する。

目次中「第４章 行政指導（第３０条―第３５条）」を

「第４章 行政指導（第３０条―第３５条）
に改める。

第４章の２ 処分等の求め（第３５条の２）」

第２条第５号中「名あて人」を「名宛人」に改める。

第３条中「第４章」を「第４章の２」に改め、同条第７号中「名あて人」を「名宛人」

に改め、同条第８号中「かかわる」を「関わる」に改める。

第４条中「名あて人」を「名宛人」に改める。

第１３条第１項中「名あて人」を「名宛人」に改め、同項第１号イ中「はく奪」を「剥

奪」に改め、同条第２項第５号中「名あて人」を「名宛人」に改める。

第１４条第１項及び第２項、第１５条第１項及び第３項並びに第２２条第３項中「名あ

て人」を「名宛人」に改める。

第２５条中「かんがみ」を「鑑み」に改める。

第２８条中「名あて人」を「名宛人」に改める。

第３３条第３項を同条第４項とし、同条第２項中「前項」を「前２項」に改め、同項を

同条第３項とし、同条第１項の次に次の１項を加える。

２ 行政指導に携わる者は、当該行政指導をする際に、本市の機関が許認可等をする権限

又は許認可等に基づく処分をする権限を行使し得る旨を示すときは、その相手方に対し

て、次に掲げる事項を示さなければならない。

⑴ 当該権限を行使し得る根拠となる法令又は条例等の条項

－79－



⑵ 前号の条項に規定する要件

⑶ 当該権限の行使が前号の要件に適合する理由

第３４条の次に次の１条を加える。

（行政指導の中止等の求め）

第３４条の２ 法令又は条例等に違反する行為の是正を求める行政指導（その根拠となる

規定が法律又は条例に置かれているものに限る。）の相手方は、当該行政指導が当該法

律又は条例に規定する要件に適合しないと思料するときは、当該行政指導をした本市の

機関に対し、その旨を申し出て、当該行政指導の中止その他必要な措置をとることを求

めることができる。ただし、当該行政指導がその相手方について弁明その他意見陳述の

ための手続を経てされたものであるときは、この限りでない。

２ 前項の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を提出してしなければならない。

⑴ 申出をする者の氏名又は名称及び住所又は居所

⑵ 当該行政指導の内容

⑶ 当該行政指導がその根拠とする法律又は条例の条項

⑷ 前号の条項に規定する要件

⑸ 当該行政指導が前号の要件に適合しないと思料する理由

⑹ その他参考となる事項

３ 当該本市の機関は、第１項の規定による申出があったときは、必要な調査を行い、当

該行政指導が当該法律又は条例に規定する要件に適合しないと認めるときは、当該行政

指導の中止その他必要な措置をとらなければならない。

第４章の次に次の１章を加える。

第４章の２ 処分等の求め

第３５条の２ 何人も、法令又は条例等に違反する事実がある場合において、その是正の

ためにされるべき処分（その根拠となる規定が条例等に置かれているものに限る。）又

は行政指導（その根拠となる規定が法律又は条例に置かれているものに限る。）がされ

ていないと思料するときは、当該処分をする権限を有する行政庁又は当該行政指導をす

る権限を有する本市の機関に対し、その旨を申し出て、当該処分又は行政指導をするこ

とを求めることができる。

２ 前項の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を提出してしなければならない。

⑴ 申出をする者の氏名又は名称及び住所又は居所
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⑵ 法令又は条例等に違反する事実の内容

⑶ 当該処分又は行政指導の内容

⑷ 当該処分又は行政指導の根拠となる法律又は条例等の条項

⑸ 当該処分又は行政指導がされるべきであると思料する理由

⑹ その他参考となる事項

３ 当該行政庁又は本市の機関は、第１項の規定による申出があったときは、必要な調査

を行い、その結果に基づき必要があると認めるときは、当該処分又は行政指導をしなけ

ればならない。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、平成２７年４月１日から施行する。

（奈良市の議会の議員及び長の選挙における選挙公報の発行に関する条例の一部改正）

２ 奈良市の議会の議員及び長の選挙における選挙公報の発行に関する条例（平成３年奈

良市条例第１号）の一部を次のように改正する。

第８条中「及び第３章」を「、第３章及び第４章の２」に改める。

（奈良市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部改

正）

３ 奈良市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例（平成６

年奈良市条例第２６号）の一部を次のように改正する。

第９条中「及び第３章」を「、第３章及び第４章の２」に改める。

（奈良市税条例の一部改正）

４ 奈良市税条例（昭和４６年奈良市条例第１２号）の一部を次のように改正する。

第３条の２第２項中「第３３条第３項」を「第３３条第４項」に、「第３３条第２項

」を「第３３条第３項」に改める。

（提案理由）

行政手続法の改正の趣旨を踏まえ、行政指導の中止等の求め及び処分等の求めの手続等

に係る規定を追加する等所要の改正を行おうとするものである。
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奈良市議案第２８号

奈良市職員の自己啓発等休業に関する条例の制定について

奈良市職員の自己啓発等休業に関する条例を次のように制定しようとする。

平成２７年２月２７日提出

奈良市長 仲 川 元 庸

奈良市職員の自己啓発等休業に関する条例

（趣旨）

第１条 この条例は、地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号。以下「法」という。）

第２６条の５第１項、第５項及び第６項の規定に基づき、職員の自己啓発等休業（同条

第１項に規定する自己啓発等休業をいう。以下同じ。）に関し必要な事項を定めるもの

とする。

（自己啓発等休業の承認）

第２条 任命権者は、職員が申請した場合において、公務の運営に支障がなく、かつ、当

該職員の公務に関する能力の向上に資すると認めるときは、当該職員の勤務成績その他

の事情を考慮した上で、大学等課程の履修（法第２６条の５第１項に規定する大学等課

程の履修をいう。以下同じ。）又は国際貢献活動（同項に規定する国際貢献活動をいう。

以下同じ。）のための休業をすることを承認することができる。

（自己啓発等休業の期間）

第３条 法第２６条の５第１項の条例で定める期間は、次の各号に掲げる休業の区分に応

じ、当該各号に定める期間以内の期間とする。

⑴ 大学等課程の履修のための休業 ２年（大学等課程の履修の成果をあげるために特

に必要な場合として規則で定める場合は、３年）

⑵ 国際貢献活動のための休業 ３年

（教育施設）

第４条 法第２６条の５第１項の条例で定める教育施設は、次に掲げる教育施設とする。

⑴ 学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第８３条に規定する大学（当該大学に置か
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れる同法第９１条に規定する専攻科及び同法第９７条に規定する大学院を含む。）

⑵ 学校教育法第１条に規定する学校以外の教育施設で学校教育に類する教育を行うも

ののうち、当該教育を行うにつき他の法律に特別の規定があるものであって同法第１

０４条第４項第２号の規定により大学又は大学院に相当する教育を行うと認められる

課程を置く教育施設（自己啓発等休業をしようとする職員が当該課程を履修する場合

に限る。）

⑶ 前２号に掲げる教育施設に相当する外国の大学（これに準ずる教育施設を含む。）

⑷ 前３号に掲げるもののほか、規則で定める教育施設

（奉仕活動）

第５条 法第２６条の５第１項の条例で定める奉仕活動は、次に掲げる奉仕活動とする。

⑴ 独立行政法人国際協力機構が独立行政法人国際協力機構法（平成１４年法律第１３

６号）第１３条第１項第４号の規定に基づき自ら行う派遣業務の目的となる開発途上

地域における奉仕活動（当該奉仕活動を行うために必要な国内における訓練その他の

準備行為を含む。）

⑵ 前号に掲げる奉仕活動のほか、外国の都市等において行われる当該都市等との国際

交流の促進に資する奉仕活動のうち職員として参加することが適当であると任命権者

が認めるもの

（自己啓発等休業の承認の申請）

第６条 自己啓発等休業の承認の申請は、自己啓発等休業をしようとする期間の初日及び

末日並びに当該期間中の大学等課程の履修又は国際貢献活動の内容を明らかにしてしな

ければならない。

（自己啓発等休業の期間の延長）

第７条 自己啓発等休業をしている職員は、当該自己啓発等休業を開始した日から引き続

き自己啓発等休業をしようとする期間が第３条各号に定める期間を超えない範囲内にお

いて、延長をしようとする期間の末日を明らかにして、任命権者に対し、自己啓発等休

業の期間の延長を申請することができる。

２ 自己啓発等休業の期間の延長は、任命権者が認める特別の事情がある場合を除き、１

回に限るものとする。

３ 第２条の規定は、自己啓発等休業の期間の延長の承認について準用する。

（自己啓発等休業の承認の取消事由）
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第８条 法第２６条の５第５項の条例で定める事由は、次に掲げる事由とする。

⑴ 自己啓発等休業をしている職員が、正当な理由なく、その者が在学している課程を

休学し、若しくはその授業を頻繁に欠席していること又はその者が参加している奉仕

活動（第５条に規定する奉仕活動をいう。以下同じ。）の全部若しくは一部を行って

いないこと。

⑵ 自己啓発等休業をしている職員が、その者が在学している課程を休学し、停学にさ

れ、又はその授業を欠席していること、その者が参加している奉仕活動の全部又は一

部を行っていないことその他の事情により、当該職員の申請に係る大学等課程の履修

又は国際貢献活動に支障が生ずること。

（報告等）

第９条 自己啓発等休業をしている職員は、任命権者から求められた場合のほか、次に掲

げる場合には、当該職員の申請に係る大学等課程の履修又は国際貢献活動の状況につい

て任命権者に報告しなければならない。

⑴ 当該職員が、その申請に係る大学等課程の履修又は国際貢献活動を取りやめた場合

⑵ 当該職員が、その在学している課程を休学し、停学にされ、若しくはその授業を欠

席している場合又はその参加している奉仕活動の全部若しくは一部を行っていない場

合

⑶ 当該職員の申請に係る大学等課程の履修又は国際貢献活動に支障が生じている場合

２ 任命権者は、自己啓発等休業をしている職員から前項の規定による報告を求めるほか、

当該職員と定期的に連絡を取ることにより、十分な意思疎通を図るものとする。

（職務復帰後における号給の調整）

第１０条 自己啓発等休業をした職員が職務に復帰した場合において、他の職員との均衡

上必要があると認められるときは、当該自己啓発等休業の期間を大学等課程の履修又は

国際貢献活動のためのもののうち、職員としての職務に特に有用であると認められるも

のにあっては１００分の１００以下、それ以外のものにあっては１００分の５０以下の

換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、その職務に復帰し

た日及びその日後における最初の昇給の日又はそのいずれかの日に、昇給の場合に準じ

てその者の号給を調整することができる。

（退職手当の取扱い）

第１１条 奈良市職員の退職手当に関する条例（昭和５９年奈良市条例第６号。以下「退
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職手当条例」という。）第７条の４第１項及び第８条第４項の規定の適用については、

自己啓発等休業をした期間は、退職手当条例第７条の４第１項に規定する現実に職務に

従事することを要しない期間に該当するものとする。

２ 自己啓発等休業をした期間についての退職手当条例第８条第４項の規定の適用につい

ては、同項中「その月数の２分の１に相当する月数（地方公務員法第５５条の２第１項

ただし書に規定する事由又はこれに準ずる事由により現実に職務に従事することを要し

なかつた期間については、その月数）」とあるのは、「その月数（地方公務員法第２６

条の５第１項に規定する自己啓発等休業の期間中の同項に規定する大学等課程の履修又

は国際貢献活動の内容が公務の能率的な運営に特に資するものと認められることその他

の規則で定める要件に該当する場合については、その月数の２分の１に相当する月

数）」とする。

（委任）

第１２条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この条例は、平成２７年４月１日から施行する。

（提案理由）

公務を取り巻く社会環境の変化に対応できるよう、職員に自発性や自主性を活かした幅

広い能力開発や国際協力の機会を提供する自己啓発等休業制度を導入しようとするもので

ある。
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奈良市議案第２９号

奈良市職員の退職手当に関する条例の一部改正について

奈良市職員の退職手当に関する条例の一部を次のように改正しようとする。

平成２７年２月２７日提出

奈良市長 仲 川 元 庸

奈良市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例

奈良市職員の退職手当に関する条例（昭和５９年奈良市条例第６号）の一部を次のよう

に改正する。

第３条第２項中「次条第２項並びに第５条第１項」を「この項、次条第２項並びに第５

条第１項第４号」に改める。

第８条第５項第２号中「第５５条」を「第８条第３項」に改める。

第１０条第６項第３号中「除く。」の次に「第８項第２号において同じ。」を加え、同

条第８項第１号中「応募者」を「応募」に改め、同項第２号中「（第６項第３号に規定す

る故意又は重大な過失によらないで管理又は監督に係る職務を怠つた場合における懲戒処

分を除く。）」を削り、同条第１３項第３号中「前項」を「第１０項若しくは前項」に、

「除く。）」を「除く。）。」に改め、同項第４号中「第６項第３号に規定する」を削る。

第１２条第２項中「すべて」を「全て」に改める。

附 則

この条例は、平成２７年４月１日から施行する。

（提案理由）

引用する法律の条項ずれの修正等、所要の規定の整備を行おうとするものである。

－86－



奈良市議案第３０号

地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の
施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について

地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例

の整備に関する条例を次のように制定しようとする。

平成２７年２月２７日提出

奈良市長 仲 川 元 庸

地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係

条例の整備に関する条例

（奈良市職員倫理条例の一部改正）

第１条 奈良市職員倫理条例（平成２５年奈良市条例第４６号）の一部を次のように改正

する。

第２条第１号中「（教育長を除く。）」を削る。

（奈良市法令遵守の推進に関する条例の一部改正）

第２条 奈良市法令遵守の推進に関する条例（平成１９年奈良市条例第４号）の一部を次

のように改正する。

第２条第１号中「副市長」の次に「、教育長」を加える。

（奈良市報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正）

第３条 奈良市報酬及び費用弁償に関する条例（昭和２７年奈良市条例第３０号）の一部

を次のように改正する。

第２条中第２項を削り、第３項を第２項とする。

「

別表第１中 を

」

「
に改める。
」

教育委員会
委員長 月額 １５０，０００円

委員 日額 １４，０００円

教育委員会の委員 日額 １４，０００円
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（教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部改正）

第４条 教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例（昭和４５年奈良市条例

第８号）の一部を次のように改正する。

題名を次のように改める。

教育長の給与に関する条例

第１条中「教育公務員特例法（昭和２４年法律第１号）第１７条第２項」を「地方自

治法（昭和２２年法律第６７号）第２０４条第３項」に改め、「、勤務時間その他の勤

務条件」を削る。

第６条第４項中「４８月」を「３６月」に改める。

第８条を削り、第９条を第８条とする。

（奈良市教育長の退職手当の特例に関する条例の一部改正）

第５条 奈良市教育長の退職手当の特例に関する条例（平成２５年奈良市条例第９号）の

一部を次のように改正する。

第２条中「教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例」を「教育長の給

与に関する条例」に改める。

（奈良市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正）

第６条 奈良市一般職の職員の給与に関する条例（昭和３２年奈良市条例第２１号）の一

部を次のように改正する。

第１条中「教育長並びに」を削る。

（職員等の旅費に関する条例の一部改正）

第７条 職員等の旅費に関する条例（昭和２７年奈良市条例第３号）の一部を次のように

改正する。

別表３項中「前２項以外の」を削る。

（奈良市教育職員の退職年金等に関する条例の一部改正）

第８条 奈良市教育職員の退職年金等に関する条例（昭和３５年奈良市条例第１号）の一

部を次のように改正する。

第２条第１項第２号ア及び同条第４項第６号中「地方教育行政の組織及び運営に関す

る法律」を「地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律（平成２

６年法律第７６号）による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律」に改め

る。
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（奈良市教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例の一部改正）

第９条 奈良市教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例（平成２０年奈良市条例

第４号）の一部を次のように改正する。

本則中「第２４条の２第１項」を「第２３条第１項」に改める。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、平成２７年４月１日から施行する。

（奈良市職員倫理条例の一部改正に伴う経過措置）

２ この条例の施行の際現に在職する教育長（地方教育行政の組織及び運営に関する法律

の一部を改正する法律（平成２６年法律第７６号。以下「改正法」という。）による改

正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）第１６

条第１項の教育長をいう。以下同じ。）が改正法附則第２条第１項の規定により引き続

き教育長として在職する間（以下「在職期間」という。）においては、第１条の規定に

よる改正後の奈良市職員倫理条例の規定は適用せず、同条の規定による改正前の奈良市

職員倫理条例の規定は、なおその効力を有する。

（奈良市法令遵守の推進に関する条例の一部改正に伴う経過措置）

３ 在職期間においては、第２条の規定による改正後の奈良市法令遵守の推進に関する条

例の規定は適用せず、同条の規定による改正前の奈良市法令遵守の推進に関する条例の

規定は、なおその効力を有する。

（奈良市報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正に伴う経過措置）

４ 在職期間においては、第３条の規定による改正後の奈良市報酬及び費用弁償に関する

条例の規定は適用せず、同条の規定による改正前の奈良市報酬及び費用弁償に関する条

例の規定は、なおその効力を有する。

（教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部改正に伴う経過措置）

５ 在職期間においては、第４条の規定による改正後の教育長の給与に関する条例の規定

は適用せず、同条の規定による改正前の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関

する条例の規定は、なおその効力を有する。

（奈良市教育長の退職手当の特例に関する条例の一部改正に伴う経過措置）

６ 在職期間においては、第５条の規定による改正後の奈良市教育長の退職手当の特例に

関する条例の規定は適用せず、同条の規定による改正前の奈良市教育長の退職手当の特
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例に関する条例の規定は、なおその効力を有する。

（奈良市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置）

７ 在職期間においては、第６条の規定による改正後の奈良市一般職の職員の給与に関す

る条例の規定は適用せず、同条の規定による改正前の奈良市一般職の職員の給与に関す

る条例の規定は、なおその効力を有する。

（職員等の旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置）

８ 在職期間においては、第７条の規定による改正後の職員等の旅費に関する条例の規定

は適用せず、同条の規定による改正前の職員等の旅費に関する条例の規定は、なおその

効力を有する。

（提案理由）

地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部改正に伴い、関係条例を整備しようと

するものである。
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奈良市議案第３１号

教育長の勤務時間、休日、休暇等及び職務に専念する
義務の特例に関する条例の制定について

教育長の勤務時間、休日、休暇等及び職務に専念する義務の特例に関する条例を次のよ

うに制定しようとする。

平成２７年２月２７日提出

奈良市長 仲 川 元 庸

教育長の勤務時間、休日、休暇等及び職務に専念する義務の特例に関する条例

（趣旨）

第１条 この条例は、奈良市教育委員会の教育長（以下「教育長」という。）の勤務時間、

休日、休暇等に関し必要な事項を定めるとともに、地方教育行政の組織及び運営に関す

る法律（昭和３１年法律第１６２号）第１１条第５項の規定に基づき教育長の職務に専

念する義務の特例について必要な事項を定めるものとする。

（勤務時間、休日、休暇等）

第２条 教育長の勤務時間、休日、休暇等については、奈良市職員の勤務時間、休日、休

暇等に関する条例（平成６年奈良市条例第５０号）の適用を受ける職員の例による。た

だし、同条例中「任命権者」とあるのは「教育委員会」と、「規則」とあるのは「教育

委員会規則」とする。

（職務に専念する義務の免除）

第３条 教育長の職務に専念する義務の免除については、職務に専念する義務の特例に関

する条例（昭和２６年奈良市条例第６号）の適用を受ける職員の例による。ただし、同

条例中「任命権者又はその委任を受けた者」とあるのは「教育委員会」と、「市長」と

あるのは「教育委員会」とする。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、平成２７年４月１日から施行する。
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（経過措置）

２ この条例の施行の際現に在職する教育長（地方教育行政の組織及び運営に関する法律

の一部を改正する法律（平成２６年法律第７６号。以下「改正法」という。）による改

正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律第１６条第１項の教育長をいう。以下

同じ。）が改正法附則第２条第１項の規定により引き続き教育長として在職する間は、

この条例の規定は、適用しない。

（提案理由）

地方教育行政の組織及び運営に関する法律の改正に伴い、教育長の勤務時間、休日、休

暇等及び職務専念義務の特例に関し必要な事項を定めようとするものである。
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奈良市議案第３２号

奈良市手数料条例の一部改正について

奈良市手数料条例の一部を次のように改正しようとする。

平成２７年２月２７日提出

奈良市長 仲 川 元 庸

奈良市手数料条例の一部を改正する条例

奈良市手数料条例（平成１２年奈良市条例第４号）の一部を次のように改正する。

別表第３項中「１件（一つの税目ごとに一つの年度をもって１件とみなす。）」を「１

枚」に改める。

別表第２２項中「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律」を「鳥獣の保護及び管理

並びに狩猟の適正化に関する法律」に改める。

別表第４６項を次のように改める。

別表中第７６の２項を第７６の２の２項とし、第７６項の次に次のように加える。

４６ 検査済証の交
付を受ける前
における建築
物等の仮使用
認定申請手数
料

建築基準法第７条の６第１項第
１号若しくは第２号（同法第８
７条の２又は第８８条第１項若
しくは第２項において準用する
場合を含む。）の規定に基づく
仮使用の認定の申請又は同法第
１８条第２４項第１号若しくは
第２号（同法第８７条の２又は
第８８条第１項若しくは第２項
において準用する場合を含む。
）の規定に基づく仮使用の認定
の申請に対する審査

１件につき
１２０，０００円

７６の２ １の既存不適
格建築物の他
の敷地への移
転に関する制
限の緩和に係
る認定申請手
数料

建築基準法第８６条の７第４項
の規定に基づく１の既存不適格
建築物の他の敷地への移転に関
する制限の緩和に係る認定の申
請に対する審査

１件につき
２７，０００円
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別表第７６の５項を次のように改める。

７６の５ 長期優良住宅
建築等計画認
定申請手数料

長期優良住宅の普
及の促進に関する
法律（平成２０年
法律第８７号）第
５条第１項から第
３項までの規定に
基づく長期優良住
宅建築等計画の認
定の申請に対する
審査（次項に規定
する審査を除く。）

床面積の合
計が１００
平方メート
ル以内の場
合

次に掲げる区分に応じ、そ
れぞれ１件につき次に定め
る額
ア 一戸建ての住宅の場合
（イ及びウに係るものを
除く。）５５，０００円
イ 一戸建ての住宅であっ
て、住宅の品質確保の促
進等に関する法律（平成
１１年法律第８１号）第
６条第１項に規定する設
計住宅性能評価書（市長
が定める基準に適合しな
いものを除く。）の交付
を受けたもの（以下この
項及び第７６の７項にお
いて「住宅性能評価適合
住宅」という。）である
場合（ウに係るものを除
く。） ２０，０００円
ウ 一戸建ての住宅であっ
て、住宅の品質確保の促
進等に関する法律第５条
第１項に規定する登録住
宅性能評価機関のうち市
長が定めるものにより、
長期優良住宅の普及の促
進に関する法律第６条第
１項各号（第３号及び第
６号を除く。）に掲げる
基準に適合すると認めら
れた計画（以下この項及
び第７６の７項において
「長期使用構造等適合計
画」という。）である場
合 １０，０００円
エ 共同住宅等の場合（オ
及びカに係るものを除く。
） アに掲げる額を申請
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に係る住戸数で除して得
た金額
オ 共同住宅等であって、
住宅性能評価適合住宅で
ある場合（カに係るもの
を除く。） ２８，００
０円を申請に係る住戸数
で除して得た金額
カ 共同住宅等であって、
長期使用構造等適合計画
である場合 ウに掲げる
額を申請に係る住戸数で
除して得た金額

床面積の合
計が１００
平方メート
ルを超え２
００平方メ
ートル以内
の場合

次に掲げる区分に応じ、そ
れぞれ１件につき次に定め
る額
ア 一戸建ての住宅の場合
（イ及びウに係るものを
除く。）７１，０００円
イ 一戸建ての住宅であっ
て、住宅性能評価適合住
宅である場合（ウに係る
ものを除く。）

２４，０００円
ウ 一戸建ての住宅であっ
て、長期使用構造等適合
計画である場合

１２，０００円
エ 共同住宅等の場合（オ
及びカに係るものを除く。
） アに掲げる額を申請
に係る住戸数で除して得
た金額
オ 共同住宅等であって、
住宅性能評価適合住宅で
ある場合（カに係るもの
を除く。） ３７，００
０円を申請に係る住戸数
で除して得た金額
カ 共同住宅等であって、
長期使用構造等適合計画
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である場合 ウに掲げる
額を申請に係る住戸数で
除して得た金額

床面積の合
計が２００
平方メート
ルを超え５
００平方メ
ートル以内
の場合

次に掲げる区分に応じ、そ
れぞれ１件につき次に定め
る額
ア 一戸建ての住宅の場合
（イ及びウに係るものを
除く。）

１１９，０００円
イ 一戸建ての住宅であっ
て、住宅性能評価適合住
宅である場合（ウに係る
ものを除く。）

３４，０００円
ウ 一戸建ての住宅であっ
て、長期使用構造等適合
計画である場合

１７，０００円
エ 共同住宅等の場合（オ
及びカに係るものを除く。
） アに掲げる額を申請
に係る住戸数で除して得
た金額
オ 共同住宅等であって、
住宅性能評価適合住宅で
ある場合（カに係るもの
を除く。） ６３，００
０円を申請に係る住戸数
で除して得た金額
カ 共同住宅等であって、
長期使用構造等適合計画
である場合 ウに掲げる
額を申請に係る住戸数で
除して得た金額

床面積の合
計が５００
平方メート
ルを超え１，
０００平方
メートル以
内の場合

次に掲げる区分に応じ、そ
れぞれ１件につき次に定め
る額
ア 一戸建ての住宅の場合
（イ及びウに係るものを
除く。）

１８５，０００円
イ 一戸建ての住宅であっ
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て、住宅性能評価適合住
宅である場合（ウに係る
ものを除く。）

５３，０００円
ウ 一戸建ての住宅であっ
て、長期使用構造等適合
計画である場合

２６，０００円
エ 共同住宅等の場合（オ
及びカに係るものを除く。
） アに掲げる額を申請
に係る住戸数で除して得
た金額
オ 共同住宅等であって、
住宅性能評価適合住宅で
ある場合（カに係るもの
を除く。） ９９，００
０円を申請に係る住戸数
で除して得た金額
カ 共同住宅等であって、
長期使用構造等適合計画
である場合 ウに掲げる
額を申請に係る住戸数で
除して得た金額

床面積の合
計が１，０
００平方メ
ートルを超
え３，００
０平方メー
トル以内の
場合（一戸
建ての住宅
にあっては、
１，０００
平方メート
ルを超える
もの）

次に掲げる区分に応じ、そ
れぞれ１件につき次に定め
る額
ア 一戸建ての住宅の場合
（イ及びウに係るものを
除く。）

３５９，０００円
イ 一戸建ての住宅であっ
て、住宅性能評価適合住
宅である場合（ウに係る
ものを除く。）

８９，０００円
ウ 一戸建ての住宅であっ
て、長期使用構造等適合
計画である場合

３６，０００円
エ 共同住宅等の場合（オ
及びカに係るものを除く。
） アに掲げる額を申請
に係る住戸数で除して得
た金額
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オ 共同住宅等であって、
住宅性能評価適合住宅で
ある場合（カに係るもの
を除く。） １８３，０
００円を申請に係る住戸
数で除して得た金額
カ 共同住宅等であって、
長期使用構造等適合計画
である場合 ウに掲げる
額を申請に係る住戸数で
除して得た金額

床面積の合
計が３，０
００平方メ
ートルを超
え５，００
０平方メー
トル以内の
場合（一戸
建ての住宅
を除く。）

次に掲げる区分に応じ、そ
れぞれ１件につき次に定め
る額を申請に係る住戸数で
除して得た金額
ア イ又はウに係るもの以
外の場合

６３６，０００円
イ 住宅性能評価適合住宅
である場合（ウに係るも
のを除く。）

３１１，０００円
ウ 長期使用構造等適合計
画である場合

６４，０００円

床面積の合
計が５，０
００平方メ
ートルを超
え１０，０
００平方メ
ートル以内
の場合（一
戸建ての住
宅を除く。）

次に掲げる区分に応じ、そ
れぞれ１件につき次に定め
る額を申請に係る住戸数で
除して得た金額
ア イ又はウに係るもの以
外の場合
１，０８８，０００円

イ 住宅性能評価適合住宅
である場合（ウに係るも
のを除く。）

４７７，０００円
ウ 長期使用構造等適合計
画である場合

１０７，０００円

床面積の合
計が１０，
０００平方
メートルを
超え２０，

次に掲げる区分に応じ、そ
れぞれ１件につき次に定め
る額を申請に係る住戸数で
除して得た金額
ア イ又はウに係るもの以
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０００平方
メートル以
内の場合
（一戸建て
の住宅を除
く。）

外の場合
２，００６，０００円

イ 住宅性能評価適合住宅
である場合（ウに係るも
のを除く。）

８６４，０００円
ウ 長期使用構造等適合計
画である場合

１７４，０００円

床面積の合
計が２０，
０００平方
メートルを
超え３０，
０００平方
メートル以
内の場合
（一戸建て
の住宅を除
く。）

次に掲げる区分に応じ、そ
れぞれ１件につき次に定め
る額を申請に係る住戸数で
除して得た金額
ア イ又はウに係るもの以
外の場合
２，８６２，０００円

イ 住宅性能評価適合住宅
である場合（ウに係るも
のを除く。)
１，１７７，０００円

ウ 長期使用構造等適合計
画である場合

２１３，０００円

床面積の合
計が３０，
０００平方
メートルを
超える場合
（一戸建て
の住宅を除
く。）

次に掲げる区分に応じ、そ
れぞれ１件につき次に定め
る額を申請に係る住戸数で
除して得た金額
ア イ又はウに係るもの以
外の場合
３，５０５，０００円

イ 住宅性能評価適合住宅
である場合（ウに係るも
のを除く。)
１，４２３，０００円

ウ 長期使用構造等適合計
画である場合

２２７，０００円

別表第７６の７項を次のように改める。

７６の７ 長期優良住宅
建築等計画変
更認定申請手
数料

長期優良住宅の普
及の促進に関する
法律第８条第２項
において準用する
同法第５条第１項

変更に係る
床面積の合
計が１００
平方メート
ル以内の場

１件につき８，０００円と
次に掲げる額を合算した額
（共同住宅等の場合にあっ
ては、合算した額を申請に
係る住戸数で除して得た金
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から第３項までの
規定に基づく長期
優良住宅建築等計
画の変更の認定の
申請に対する審査
（次項に規定する
審査を除く。）

合 額）
ア 長期優良住宅の普及の
促進に関する法律第６条
第１項第１号に係る変更
（以下この項において「
第１号変更」という。）
の場合（イに係るもの及
び長期使用構造等適合計
画である場合を除く。）

３９，０００円
イ 住宅性能評価適合住宅
に係る第１号変更の場合
１１，０００円（一戸建
ての住宅の場合にあって
は、３，０００円）
ウ 長期優良住宅の普及の
促進に関する法律第６条
第１項第２号、第４号又
は第５号に係る変更（以
下この項において「第２
号等変更」という。）の
場合（長期使用構造等適
合計画である場合を除く。
） ６，０００円
エ 長期優良住宅の普及の
促進に関する法律第６条
第１項第３号に係る変更
（以下「第３号変更」と
いう。）の場合

２，０００円

変更に係る
床面積の合
計が１００
平方メート
ルを超え２
００平方メ
ートル以内
の場合

１件につき１０，０００円
と次に掲げる額を合算した
額（共同住宅等の場合にあ
っては、合算した額を申請
に係る住戸数で除して得た
金額）
ア 第１号変更の場合（イ
に係るもの及び長期使用
構造等適合計画である場
合を除く。）

５２，０００円
イ 住宅性能評価適合住宅
に係る第１号変更の場合
１７，０００円（一戸建
ての住宅の場合にあって
は、４，０００円）
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ウ 第２号等変更の場合
（長期使用構造等適合計
画である場合を除く。）

７，０００円
エ 第３号変更の場合

２，０００円

変更に係る
床面積の合
計が２００
平方メート
ルを超え５
００平方メ
ートル以内
の場合

１件につき１４，０００円
と次に掲げる額を合算した
額（共同住宅等の場合にあ
っては、合算した額を申請
に係る住戸数で除して得た
金額）
ア 第１号変更の場合（イ
に係るもの及び長期使用
構造等適合計画である場
合を除く。）

９２，０００円
イ 住宅性能評価適合住宅
に係る第１号変更の場合
３６，０００円（一戸建
ての住宅の場合にあっ
ては、７，０００円）

ウ 第２号等変更の場合（
長期使用構造等適合計画
である場合を除く。）

１０，０００円
エ 第３号変更の場合

２，０００円

変更に係る
床面積の合
計が５００
平方メート
ルを超え１，
０００平方
メートル以
内の場合

１件につき２４，０００円
と次に掲げる額を合算した
額（共同住宅等の場合にあ
っては、合算した額を申請
に係る住戸数で除して得た
金額）
ア 第１号変更の場合（イ
に係るもの及び長期使用
構造等適合計画である場
合を除く。）

１４３，０００円
イ 住宅性能評価適合住宅
に係る第１号変更の場合
５７，０００円（一戸建
ての住宅の場合にあって
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ウ 第２号等変更の場合（
長期使用構造等適合計画
である場合を除く。）

４２，０００円
エ 第３号変更の場合

２，０００円

変更に係る
床面積の合
計が５，０
００平方メ
ートルを超
え１０，０
００平方メ
ートル以内
の場合（一
戸建ての住
宅を除く。）

１件につき１０５，０００
円と次に掲げる額を合算し
た額を申請に係る住戸数で
除して得た金額
ア 第１号変更の場合（イ
に係るもの及び長期使用
構造等適合計画である場
合を除く。）

９２８，０００円
イ 住宅性能評価適合住宅
に係る第１号変更の場合

３１７，０００円
ウ 第２号等変更の場合（
長期使用構造等適合計画
である場合を除く。）

５２，０００円
エ 第３号変更の場合

２，０００円

変更に係る
床面積の合
計が１０，
０００平方
メートルを
超え２０，
０００平方
メートル以
内の場合
（一戸建て
の住宅を除
く。）

１件につき１７２，０００
円と次に掲げる額を合算し
た額を申請に係る住戸数で
除して得た金額
ア 第１号変更の場合（イ
に係るもの及び長期使用
構造等適合計画である場
合を除く。）
１，７３７，０００円

イ 住宅性能評価適合住宅
に係る第１号変更の場合

５９６，０００円
ウ 第２号等変更の場合（
長期使用構造等適合計画
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である場合を除く。）
９４，０００円

エ 第３号変更の場合
２，０００円

変更に係る
床面積の合
計が２０，
０００平方
メートルを
超え３０，
０００平方
メートル以
内の場合
（一戸建て
の住宅を除
く。）

１件につき２１１，０００
円と次に掲げる額を合算し
た額を申請に係る住戸数で
除して得た金額
ア 第１号変更の場合（イ
に係るもの及び長期使用
構造等適合計画である場
合を除く。）
２，５２４，０００円

イ 住宅性能評価適合住宅
に係る第１号変更の場合

８３８，０００円
ウ 第２号等変更の場合（
長期使用構造等適合計画
である場合を除く。）

１２５，０００円
エ 第３号変更の場合

２，０００円

変更に係る
床面積の合
計が３０，
０００平方
メートルを
超える場合
（一戸建て
の住宅を除
く。）

１件につき２２５，０００
円と次に掲げる額を合算し
た額を申請に係る住戸数で
除して得た金額
ア 第１号変更の場合（イ
に係るもの及び長期使用
構造等適合計画である場
合を除く。）
３，１２１，０００円

イ 住宅性能評価適合住宅
に係る第１号変更の場合
１，０３９，０００円

ウ 第２号等変更の場合（
長期使用構造等適合計画
である場合を除く。）
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別表中第１０８の７項を第１０８の９項とし、第１０８の２項から第１０８の６項まで

を２項ずつ繰り下げ、第１０８項の次に次のように加える。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、平成２７年４月１日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、

１５７，０００円
エ 第３号変更の場合

２，０００円

１０８
の２

高度管理医療
機器等販売業
又は貸与業許
可申請手数料

医薬品医療機器等法第３９条第
１項の規定に基づく高度管理医
療機器又は特定保守管理医療機
器（以下「高度管理医療機器等
」という。）の販売業又は貸与
業の許可の申請に対する審査

１件につき
２９，０００円

１０８
の３

高度管理医療
機器等販売業
又は貸与業許
可更新申請手
数料

医薬品医療機器等法第３９条第
４項の規定に基づく高度管理医
療機器等の販売業又は貸与業の
許可の更新の申請に対する審査

１件につき
１１，０００円

別表第１０９項及び第１１０項を次のように改める。

１０９ 医薬品店舗販
売業又は高度
管理医療機器
等販売業若し
くは貸与業許
可証書換え交
付手数料

医薬品医療機器等法施行令第４
５条第１項の規定に基づく医薬
品店舗販売業又は高度管理医療
機器等の販売業若しくは貸与業
の許可証の書換え交付

１件につき
２，０００円

１１０ 医薬品店舗販
売業又は高度
管理医療機器
等販売業若し
くは貸与業許
可証再交付手
数料

医薬品医療機器等法施行令第４
６条第１項の規定に基づく医薬
品店舗販売業又は高度管理医療
機器等の販売業若しくは貸与業
の許可証の再交付

１件につき
２，９００円
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当該各号に定める日から施行する。

⑴ 別表第３項の改正規定 公布の日

⑵ 別表第２２項の改正規定 平成２７年５月２９日

⑶ 別表第４６項の改正規定及び別表中第７６の２項を第７６の２の２項とし、第７６

項の次に次のように加える改正規定 平成２７年６月１日

（経過措置）

２ この条例による改正後の奈良市手数料条例別表第３項の規定は、平成２７年１月１日

から適用する。

（提案理由）

法令改正に伴う新規事務について徴収する手数料の規定を追加する等所要の改正を行お

うとするものである。
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奈良市議案第３３号

奈良市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の
利用者負担等に関する条例の制定について

奈良市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する条例を次の

ように制定しようとする。

平成２７年２月２７日提出

奈良市長 仲 川 元 庸

奈良市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する条例

（趣旨）

第１条 この条例は、子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号。以下「法」とい

う。）に基づく子どものための教育・保育給付（法附則第６条第１項の規定による保育

費用の支払を含む。）に係る支給認定保護者又は扶養義務者が負担するべき費用（以下

「利用者負担額」という。）その他市が設置する特定教育・保育施設の利用料等に関し

必要な事項を定めるものとする。

（定義）

第２条 この条例において使用する用語の意義は、法で使用する用語の例による。

（利用者負担額）

第３条 法第２７条第３項第２号、第２８条第２項各号、第２９条第３項第２号及び第３

０条第２項各号に規定する支給認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘

案して市が定める額は、それぞれ当該規定の政令で定める額を限度として、規則で定め

る。

２ 法附則第６条第４項に規定する額は、規則で定める。

（利用者負担額の徴収）

第４条 市長は、市が設置する特定教育・保育施設又は市が実施する特定地域型保育事業

において、子どものための教育・保育給付に係る教育・保育を受けた支給認定子どもの

支給認定保護者又は扶養義務者から、前条第１項に定める額を徴収する。
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２ 市長は、法附則第６条第４項の規定により、同条第１項に規定する特定保育所から保

育を受けた保育認定子どもの支給認定保護者又は扶養義務者から前条第２項に定める額

を徴収する。

（延長保育）

第５条 市長は、市が設置する特定教育・保育施設において、規則に定めるところにより

実施する延長保育を受けた支給認定子どもの支給認定保護者又は扶養義務者から規則に

定める延長保育の利用料を徴収する。

（一時預かり）

第６条 市長は、市が設置する特定教育・保育施設において、規則に定めるところにより

実施する一時預かりを受けた支給認定子どもの支給認定保護者又は扶養義務者から規則

に定める一時預かりの利用料を徴収する。

（利用者負担額の減免）

第７条 市長は、支給認定保護者又は扶養義務者が失業、疾病等により利用者負担額の支

払が困難と認めるときその他特に必要と認めるときは、第４条の規定により徴収すべき

利用者負担額を減免することができる。

（利用者負担額の不還付）

第８条 第４条の規定により徴収した利用者負担額は還付しない。ただし、市長が特別な

理由があると認めるときは、この限りでない。

（委任）

第９条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、平成２７年４月１日から施行する。

（法附則第９条第１項の適用がある間の利用者負担額の経過措置）

２ 法附則第９条第１項の適用を受ける間、同項第１号イ、第２号イ⑴及びロ⑴並びに第

３号イ⑴及びロ⑴に規定する支給認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を

勘案して市が定める額は、それぞれ当該規定の政令で定める額を限度として、規則で定

める。

（奈良市保育の実施に関する条例の廃止）

３ 奈良市保育の実施に関する条例（昭和６２年奈良市条例第４号）は、廃止する。
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（奈良市立高等学校及び幼稚園における授業料等に関する条例の一部改正）

４ 奈良市立高等学校及び幼稚園における授業料等に関する条例（昭和６１年奈良市条例

第９号）の一部を次のように改正する。

題名を次のように改める。

奈良市立高等学校における授業料等に関する条例

第１条中「及び幼稚園」を削る。

第２条第１項中「（幼稚園にあつては、保育料。以下同じ。）」及び「（幼稚園にあ

つては、入園料。以下同じ。）」を削り、同項の表幼稚園の項を削り、同条第３項各号

列記以外の部分中「又は在園」を削り、同項第１号中「又は入園」を削り、同項第２号

中「若しくは休学又は退園（転園を含む。）若しくは休園」を「又は休学」に改める。

第３条第３項中「又は入園」を削る。

別表の２の表を削る。

（奈良市保育の実施に関する条例の廃止及び奈良市立高等学校及び幼稚園における授業

料等に関する条例の一部改正に伴う経過措置）

５ 附則第３項の規定による廃止前の奈良市保育の実施に関する条例の規定により徴収す

べき保育料、教育保育料及び預かり保育料並びに前項の規定による改正前の奈良市立高

等学校及び幼稚園における授業料等に関する条例の規定により徴収すべき保育料につい

ては、なお従前の例による。

（提案理由）

子ども・子育て支援法の施行に伴い、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利

用者負担額等に関し必要な事項を定めるほか、関係条例の改廃を行おうとするものである。
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奈良市議案第３４号

奈良市墓地条例の一部改正について

奈良市墓地条例の一部を次のように改正しようとする。

平成２７年２月２７日提出

奈良市長 仲 川 元 庸

奈良市墓地条例の一部を改正する条例

奈良市墓地条例（昭和４３年奈良市条例第４５号）の一部を次のように改正する。

別表奈良市七条町南山墓地の項中「１２０，０００円」を「１９２，０００円」に改め

る。

附 則

この条例は、平成２７年４月１日から施行する。

（提案理由）

受益者負担の適正化を図るため、七条町南山墓地の当初使用料の額を引き上げようとす

るものである。
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奈良市議案第３５号

奈良市国民健康保険条例の一部改正について

奈良市国民健康保険条例の一部を次のように改正しようとする。

平成２７年２月２７日提出

奈良市長 仲 川 元 庸

奈良市国民健康保険条例の一部を改正する条例

奈良市国民健康保険条例（昭和３４年奈良市条例第１３号）の一部を次のように改正す

る。

第１２条の６の１０中「１４万円」を「１６万円」に改める。

第１２条の１２中「１２万円」を「１４万円」に改める。

第１６条第１項第２号中「２４万５千円」を「２６万円」に改め、同項第３号中「４５

万円」を「４７万円」に改め、同条第３項中「１４万円」を「１６万円」に改め、同条第

４項中「１２万円」を「１４万円」に改める。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、平成２７年４月１日から施行する。

（経過措置）

２ この条例による改正後の奈良市国民健康保険条例の規定は、平成２７年度以後の年度

分の保険料について適用し、平成２６年度分までの保険料については、なお従前の例に

よる。

（提案理由）

国民健康保険法施行令の改正等を踏まえ、賦課限度額の引上げ及び保険料軽減対象世帯

の拡充を行おうとするものである。
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奈良市議案第３６号

奈良市介護保険条例の一部改正について

奈良市介護保険条例の一部を次のように改正しようとする。

平成２７年２月２７日提出

奈良市長 仲 川 元 庸

奈良市介護保険条例の一部を改正する条例

奈良市介護保険条例（平成１２年奈良市条例第１３号）の一部を次のように改正する。

第４条中「平成２４年度から平成２６年度まで」を「平成２７年度から平成２９年度ま

で」に改め、同条第１号中「２５，４００円」を「２９，５００円」に改め、同条第２号

中「２５，４００円」を「４１，４００円」に改め、同条第３号中「３９，５００円」を

「４１，４００円」に改め、同条第４号中「５６，５００円」を「５３，２００円」に改

め、同条第９号中「１１２，９００円」を「１３５，９００円」に改め、同号を同条第１

３号とし、同号の前に次の１号を加える。

⑿ 次のいずれかに該当する者

ア 合計所得金額が１，０００万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しな

い者

イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を

適用されたならば保護を必要としない状態となるもの（令第３９条第１項第１号イ

（⑴に係る部分を除く。）に該当する者を除く。） １２４，１００円

第４条第８号イ中「部分を除く。）」の次に「又は次号イ」を加え、「９８，８００

円」を「１１２，３００円」に改め、同号を同条第１１号とし、同号の前に次の１号を加

える。

⑽ 次のいずれかに該当する者

ア 合計所得金額が６００万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しない者

イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を

適用されたならば保護を必要としない状態となるもの（令第３９条第１項第１号イ
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（⑴に係る部分を除く。）、次号イ又は第１２号イに該当する者を除く。） １０

６，４００円

第４条第７号イ中「又は次号イ」を「、次号イ、第１１号イ又は第１２号イ」に、「８

４，７００円」を「１００，４００円」に改め、同号を同条第９号とし、同号の前に次の

１号を加える。

⑻ 次のいずれかに該当する者

ア 合計所得金額が２９０万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しない者

イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を

適用されたならば保護を必要としない状態となるもの（令第３９条第１項第１号イ

（⑴に係る部分を除く。）、次号イ、第１０号イ、第１１号イ又は第１２号イに該

当する者を除く。） ８８，６００円

第４条第６号ア中「２００万円」を「１９０万円」に改め、同号イ中「又は第８号イ」

を「、第９号イ、第１０号イ、第１１号イ又は第１２号イ」に、「７０，６００円」を

「７３，９００円」に改め、同号を同条第７号とし、同条第５号ア中「１２５万円」を

「１２０万円」に改め、同号イ中「第７号イ又は第８号イ」を「第８号イ、第９号イ、第

１０号イ、第１１号イ又は第１２号イ」に、「６４，９００円」を「６８，０００円」に

改め、同号を同条第６号とし、同号の前に次の１号を加える。

⑸ 令第３９条第１項第５号に掲げる者 ５９，１００円

第６条第３項中「及びハ」を「及びニ」に、「若しくは第４号ロ」を「、第４号ロ若し

くは第５号ロ」に、「第５号イ、第６号イ若しくは」を「第６号イ、」に改め、「第７号

イ」の次に「、第８号イ、第９号イ、第１０号イ、第１１号イ若しくは第１２号イ」を加

え、「若しくは第４号又は」を「、第４号若しくは第５号又は」に、「第５号、第６号若

しくは第７号」を「第６号から第１３号まで」に改める。

附則に次の１条を加える。

（介護予防・日常生活支援総合事業等に関する経過措置）

第７条 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に

関する法律（平成２６年法律第８３号）第５条の規定による改正後の法（次項において

「新法」という。）第１１５条の４５第１項に規定する介護予防・日常生活支援総合事

業については、介護予防及び生活支援の体制整備の必要性等に鑑み、その円滑な実施を

図るため、平成２７年４月１日から平成２９年３月３１日までの間は行わず、平成２９
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年４月１日から行うものとする。

２ 新法第１１５条の４５第２項第５号に掲げる事業については、その事業の実施に必要

な準備のため、平成２７年４月１日から平成３０年３月３１日までの間は行わず、平成

３０年４月１日から行うものとする。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、平成２７年４月１日から施行する。

（経過措置）

２ この条例による改正後の奈良市介護保険条例の規定は、平成２７年度分の保険料から

適用し、平成２６年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

（提案理由）

平成２７年度から平成２９年度までの介護保険料を改定するほか、介護保険法の改正に

伴い介護予防・日常生活支援総合事業等の開始期日を定めようとするものである。
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奈良市議案第３７号

奈良市ならまちセンター条例の一部改正について

奈良市ならまちセンター条例の一部を次のように改正しようとする。

平成２７年２月２７日提出

奈良市長 仲 川 元 庸

奈良市ならまちセンター条例の一部を改正する条例

奈良市ならまちセンター条例（平成元年奈良市条例第５号）の一部を次のように改正す

る。

別表の１の表企画展示コーナーの項を削る。

附 則

この条例は、平成２７年４月１日から施行する。

（提案理由）

ならまちセンターの市民文化ホールの企画展示コーナーを廃止しようとするものである。
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奈良市議案第３８号

奈良市体育施設条例の一部改正について

奈良市体育施設条例の一部を次のように改正しようとする。

平成２７年２月２７日提出

奈良市長 仲 川 元 庸

奈良市体育施設条例の一部を改正する条例

奈良市体育施設条例（昭和６０年奈良市条例第２４号）の一部を次のように改正する。

「
別表第３奈良市中央体育館の部会議室の項中 会議室 を

」

「
会議室

に改め、同部トレーニング室の項を削り、同表奈良
（１室につき）

」

市中央第二体育館の部に次のように加える。

附 則

この条例は、平成２７年４月１日から施行する。

（提案理由）

中央体育館のトレーニング室を会議室に改修し、中央第二体育館にウエイトリフティン

グ室を新設しようとするものである。

ウエイトリフ
ティング室

独占使用 450 600 900 1,200 1,650 2,250

個人使用
（１人当たり）

150 200 300
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奈良市議案第３９号

奈良市営住宅条例の一部改正について

奈良市営住宅条例の一部を次のように改正しようとする。

平成２７年２月２７日提出

奈良市長 仲 川 元 庸

奈良市営住宅条例の一部を改正する条例

奈良市営住宅条例（昭和６１年奈良市条例第１４号）の一部を次のように改正する。

第６条第１項第６号中「改良住宅（」を「改良住宅等（」に、「改良住宅を」を「改良

住宅等を」に改め、同号に次のただし書を加える。

ただし、その者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族が、市営住宅等に

過去に入居者と同居していた場合において、未成年者であつたことその他の特別の事

情がある場合は、この限りでない。

第６条第１項第７号に後段として次のように加える。

この場合においては、前号ただし書の規定を準用する。

第１２条第２項中「３月」を「３箇月」に改め、同条第３項中「明け渡すとき」を「明

け渡したとき」に、「家賃」を「家賃、共益費（第２０条の２第１項に規定する共益費を

いう。）若しくは水道料金（第２０条の３第１項に規定する水道料金をいう。）」に、

「又は損害賠償金」を「、又は損害賠償金」に改める。

第１３条の見出しを「（市営住宅入居請書）」に改め、同条中「１人」を削り、「請

書」を「市営住宅入居請書」に改める。

第１４条第２項ただし書を削る。

第１６条第２号中「請書」を「市営住宅入居請書」に改める。

第１７条第２項中「明け渡した日」の次に「。ただし、規則で定める方法により納付し

ようとするときは、この限りでない。」を加える。

第１９条第１項中「畳の表替え、破損ガラスの取替え等の軽微な修繕及び給水栓、点滅

器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する」を「次条第３号及び第４号に
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掲げる」に改める。

第２０条第３号中「ふすま」の次に「・網戸」を加え、同条第４号中「、点滅器」を削

り、同条の次に次の３条を加える。

（共益費）

第２０条の２ 市長は、前条各号の費用のうち、入居者の共通の利益を図るため特に必要

があると認めて規則で定める費用を、共益費として入居者から徴収する。

２ 第１７条（第１項ただし書、第３項及び第４項を除く。）の規定は、前項の共益費に

ついて準用する。

（水道料金）

第２０条の３ 市長は、第２０条第１号に掲げる水道及び下水道の使用料のうち、市が設

置した貯水槽から給水を行う住戸に係るもの（以下「水道料金」という。）を、入居者

から徴収する。

２ 毎月分の水道料金は、その翌々月の末日までに納付しなければならない。

３ 前項の規定にかかわらず、市営住宅を明け渡したときは、明け渡した日までにその日

の属する月の前々月分からその月分までの水道料金を納付しなければならない。ただし、

規則で定める方法により納付しようとするときは、この限りでない。

４ 水道料金の算定については、奈良市水道事業給水条例（昭和３３年奈良市条例第１４

号）及び奈良市下水道条例（昭和５１年奈良市条例第１６号）の規定の例による。

（給水の停止）

第２０条の４ 市長は、入居者が水道料金を納付期限までに納付しないときは、当該入居

者に対し、当該水道料金が納付されるまでの間、給水を停止することができる。

第２９条第２項中「６月」を「６箇月」に改める。

第３８条第１項第２号中「３月」を「３箇月」に改め、同条第３項中「対して」を「対

し」に改め、同条第４項中「ついては」を「ついて」に改める。

第３８条の２の２から第３８条の４までを次のように改める。

（駐車場の使用資格）

第３８条の２の２ 別表の２の表の共同施設の駐車場（以下「駐車場」という。）を使用

することができる者は、次の各号の条件を具備する者でなければならない。

⑴ 当該駐車場の属する市営住宅の入居者又は同居者であつて、自ら使用するため駐車

場を必要としていること。ただし、介護等専ら当該市営住宅の入居者又は同居者のた
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めに使用する必要があると認められるときは、この限りでない。

⑵ 自動車の所有者又は自動車を使用する権利を有する者であること。

⑶ この条例又はこれに基づく規則に違反していないこと。

（駐車場の使用申込み）

第３８条の３ 駐車場を使用しようとするときは、入居者は、市長の定めるところにより

使用の申込みをしなければならない。

（駐車場使用者の選考）

第３８条の４ 前条の申込みをした者の数が使用させるべき駐車場の区画数を超える場合

においては、市長が定める公開抽選の方法によつて駐車場の使用者を決定する。

２ 市長は、前項の規定にかかわらず、身体障害者その他の者で駐車場の使用が特に必要

と認められるものについては、その者を優先的に駐車場の使用者として決定することが

できる。

第３８条の４の次に次の９条を加える。

（使用者決定の通知）

第３８条の４の２ 市長は、駐車場の使用者を決定したときは、入居者に対し、駐車場の

使用を開始できる日と区画を指定して、その旨を通知するものとする。

（駐車場敷金）

第３８条の４の３ 前条の通知を受けた入居者（以下次条から第３８条の４の９までにお

いて同じ。）は、前条の規定により指定された日（以下「指定使用日」という。）まで

に駐車場敷金を納付しなければならない。

２ 前項の駐車場敷金の額は、当該使用を決定された駐車場の使用料（以下この条、第３

８条の４の５及び第３８条の４の９において「使用料」という。）の３箇月分に相当す

る額とする。

３ 第１項の規定により納付した駐車場敷金は、駐車場を返還したときに還付する。この

場合において、使用料について未納の額があるとき、又は損害賠償金があるときは、そ

れらの額を控除するものとする。

４ 市長は、特別の事情がある場合において必要があると認めるときは、駐車場敷金の徴

収を猶予し、又はその額を減免することができる。

５ 第１２条第４項の規定は、第１項の駐車場敷金について準用する。

（駐車場使用請書）
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第３８条の４の４ 入居者は、指定使用日までに規則で定める駐車場使用請書を市長に提

出しなければならない。

（駐車場使用料）

第３８条の４の５ 使用料は、指定使用日から駐車場を返還した日まで、入居者から徴収

する。ただし、第３８条の４の９第１項の規定による駐車場の使用の決定の取消し又は

駐車場の返還の命令があつたときは、取消日又は返還の期日まで（当該返還の期日まで

に返還した場合を除く。）徴収する。

２ 毎月の使用料は、１区画につき２，５００円とする。

３ 市長は、特別の事情がある場合において必要があると認めるときは、使用料の徴収を

猶予し、又はその額を減免することができる。

４ 第１７条第２項及び第５項の規定は、第１項の使用料について準用する。

５ 入居者が次条の規定による届出をしないで無断で駐車場の使用をやめた場合において

は、第１項の規定にかかわらず、市長がその事実を知つた日までの使用料を徴収する。

（駐車場の返還）

第３８条の４の６ 入居者は、駐車場を返還しようとするときは、規則で定めるところに

より市長に届け出なければならない。

（駐車の拒否）

第３８条の４の７ 市長は、次の各号の一に該当する自動車については、駐車を拒否する

ことができる。

⑴ 駐車場の構造上駐車させることができない自動車

⑵ 発火性又は引火性の物品を積載している自動車

⑶ 駐車場の構造又は設備を毀損し、又は滅失するおそれがあると認められる自動車

⑷ 前３号に掲げるもののほか、駐車場の管理に支障があると認められる自動車

（駐車場における禁止行為）

第３８条の４の８ 駐車場においては、次に掲げる行為をしてはならない。

⑴ 他の自動車の駐車を妨げること。

⑵ 駐車場の構造又は設備を毀損し、又は滅失すること。

⑶ 駐車場を自動車の駐車以外の用途に供すること。

⑷ 駐車場を第三者に転貸し、又はその使用の権利を他の者に譲渡すること。

⑸ 前各号に掲げるもののほか、駐車場の管理に支障を及ぼすおそれがある行為をする
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こと。

（駐車場使用決定の取消し等）

第３８条の４の９ 市長は、駐車場の管理上必要があると認めるとき、又は次の各号の一

に該当するときは、入居者に対し、駐車場の使用決定を取り消し、又は駐車場の返還を

命ずることができる。

⑴ 入居者が第３８条の４の３第１項に規定する駐車場敷金を納付しないとき。

⑵ 入居者が第３８条の４の４に規定する駐車場使用請書を提出しないとき。

⑶ 入居者が偽りその他不正の手段により、使用決定を受けたとき。

⑷ 入居者が使用料を３箇月以上滞納したとき。

⑸ 使用者が正当な事由によらないで１５日以上駐車場を使用しないとき。

⑹ 入居者又は使用者が駐車場又はその附帯する設備を故意に毀損したとき。

⑺ 入居者又は使用者がこの条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

⑻ 入居者が当該駐車場の属する市営住宅に入居しなくなつたとき。

⑼ 第３８条の２の２第１号本文に規定する場合においては、使用者が当該駐車場の属

する市営住宅に入居又は同居しなくなつたとき。

⑽ 第３８条の２の２第１号ただし書に規定する場合においては、その必要がなくなつ

たとき。

２ 前項の規定により駐車場の返還の命令を受けた入居者は、市長が指定する期日までに

当該駐車場を返還しなければならない。

３ 市長は、第１項の規定による返還の命令を受けた入居者が前項の期限が到来しても駐

車場を返還しないときは、入居者に対して、前項の期日の翌日から当該駐車場を返還す

るまでの期間について、毎月、第３８条の４の５第２項に規定する使用料の額の２倍に

相当する額以下で規則で定める額の金銭を徴収することができる。

４ 第１７条第５項の規定は、前項の金銭について準用する。

（市の損害賠償責任）

第３８条の４の１０ 駐車場内の自動車の損傷又は盗難等については、市は、その賠償の

責めを負わない。ただし、当該自動車の保管に関し市が善良なる管理者の注意を怠つた

ときは、この限りでない。

第４３条中「、第３４条並びに第３８条の２の２から第３８条の４まで」を「並びに第

３４条」に改め、「、第３８条の２の２第２項及び第３項中「入居者又は同居者」とある
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のは「入居者若しくは同居者又は社会福祉法人等」と」を削る。

第４７条中「第３８条の４」を「第３８条の２」に改める。

第５１条中「又は敷金」を「、敷金、駐車場の使用料又は駐車場敷金」に改める。

別表中「（第３条関係）」を「（第３条・第３８条の２の２関係）」に改め、同表の２

の表中

「

を

」

「

に、

」

「
を
」

「

に、

」

「
を
」

「

に、

」

第２号市営住宅集会所 奈良市川上町

第２号市営住宅（第２―第９）児童
遊園

第３号市営住宅集会所 奈良市法蓮町

第３号市営住宅（第１・第２）児童
遊園

第２号市営住宅集会所 奈良市川上町

第２号市営住宅（第２―第９）児童
遊園

第２号市営住宅駐車場

第３号市営住宅集会所 奈良市法蓮町

第３号市営住宅（第１・第２）児童
遊園

第３号市営住宅駐車場

第１４号市営住宅集会所 奈良市南紀寺町三丁目

第１４号市営住宅集会所 奈良市南紀寺町三丁目

第１４号市営住宅駐車場

第１９号市営住宅児童遊園 奈良市紀寺町

第１９号市営住宅児童遊園 奈良市紀寺町

第１９号市営住宅駐車場
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「
を
」

「

に

」

改める。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、平成２７年４月１日から施行する。ただし、第１２条、第２０条の２か

ら第２０条の４まで及び別表の２の表の改正規定は、平成２８年４月１日から施行する。

（経過措置）

２ この条例による改正前の奈良市営住宅条例（以下「旧条例」という。）別表の２の表

の共同施設については、平成２８年３月３１日までの間は、この条例による改正後の奈

良市営住宅条例（以下「新条例」という。）第３８条の２の２から第３８条の４の１０

まで及び第５１条の規定は適用せず、旧条例第３８条の２の２から第３８条の４までの

規定は、なおその効力を有する。

３ 新条例別表の２の表の共同施設については、新条例第３８条の４の規定による平成２

８年４月１日以後の使用に係る駐車場の使用の決定に関し必要な手続その他の行為は、

前２項の規定にかかわらず、平成２８年３月３１日以前においても、新条例の例により

することができる。

（提案理由）

市営住宅の共益費及び水道料金の徴収方法並びに駐車場の管理方法の見直し等のため所

要の改正を行おうとするものである。

第２１号市営住宅児童遊園 奈良市油阪町

第２１号市営住宅児童遊園 奈良市油阪町

第２１号市営住宅駐車場 奈良市油阪町及び西之阪町
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奈良市議案第４０号

奈良市改良住宅条例の一部改正について

奈良市改良住宅条例の一部を次のように改正しようとする。

平成２７年２月２７日提出

奈良市長 仲 川 元 庸

奈良市改良住宅条例の一部を改正する条例

奈良市改良住宅条例（昭和４７年奈良市条例第４６号）の一部を次のように改正する。

第３条を次のように改める。

第３条 削除

第５条第１項中「前各条及び第４項」を「前各条」に、「第１６条まで、第１７条（第

３項及び第４項を除く。）、第１９条から第２１条まで、第２２条（第２項第２号を除く。

）、第２３条（第３項第２号を除く。）、第２４条、第２５条」を「第２５条まで、第２

６条（第２項を除く。）、第２７条、第２８条、第３１条、第３２条第１項」に、「第３

８条、第３８条の２、第３８条の５」を「第３８条から第３８条の５まで」に改め、「第

５１条の規定」の次に「（改良住宅店舗作業場の管理については、市営住宅条例第１７条

（次条に規定する場合を除く。）、第１８条、第２２条、第２３条、第２６条（第２項を

除く。）、第２７条、第２８条、第３１条及び第３２条第１項の規定を除く。）」を加え、

同項ただし書中「第２２条第２項第１号、第２３条第３項第１号、」を「第２２条第２項

第２号、第２３条第３項第２号及び」に改め、「及び第３８条の２」を削り、同条第２項

から第５項までを次のように改める。

２ 前項本文の場合において、市営住宅条例第６条第１項第２号中

「 その者の収入がア、イ又はウに掲げる場合に応じ、それぞれア、イ

又はウに掲げる金額を超えないこと。

ア 次のアからオまでのいずれかに該当する場合 ２１４，０００円

ア その者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族が精神

保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第６条第３項に規定
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する１級又は２級のいずれかに該当する程度の精神障害者である

こと。

イ その者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族がアに

規定する精神障害の程度に相当する程度の知的障害者であること。

ウ その者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族が前号

イア、ウ、エ、カ又はキのいずれかに該当する者であること。 とあるのは

エ その者が６０歳以上の者であり、かつ、現に同居し、又は同居

しようとする親族のいずれもが６０歳以上又は１８歳未満の者で

あること。

オ 現に同居し、又は同居しようとする親族に小学校就学の始期に

達するまでの者があること。

イ 市営住宅が、法第８条第１項若しくは第３項若しくは激甚
じん

災害に

対処するための特別の財政援助等に関する法律（昭和３７年法律第

１５０号）第２２条第１項の規定による国の補助に係るもの又は法

第８条第１項各号のいずれかに該当する場合において市長が災害に

より滅失した住宅に居住していた低額所得者に転貸するため借り上

げるものである場合 ２１４，０００円（当該災害発生の日から３

年を経過した後は、１５８，０００円）

ウ ア及びイに掲げる場合以外の場合 １５８，０００円 」

「 その者の収入が１５８，０００円を超えないこと。 」と、市営住

宅条例第１７条第３項中「近傍同種の住宅の家賃（令第３条で定めるところにより算出

した額をいう。以下同じ。）」とあるのは「近傍同種の住宅の家賃（令第３条で定める

ところにより算出した額をいう。以下同じ。）（その額が法定限度額を超える場合にあ

つては法定限度額）」と、「近傍同種の住宅の家賃とする」とあるのは「近傍同種の住

宅の家賃以下で市長が定める額とする」と、市営住宅条例第２８条第１項中「近傍同種

の住宅の家賃」とあるのは「近傍同種の住宅の家賃（その額が法定上限額（法定限度額

に割増賃料を加えた額をいう。以下同じ。）を超える場合にあつては法定上限額）」と、

市営住宅条例第４８条第１項中「法第３３条第１項」とあるのは「住宅地区改良法（昭

和３５年法律第８４号）第２９条第１項において準用する法第３３条第１項」と読み替

えるものとする。この場合において、市営住宅条例第２８条第１項の規定によりその定
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めるところによるとされる公営住宅法施行令（昭和２６年政令第２４０号）第８条第２

項中「近傍同種の住宅の家賃」とあるのは、「近傍同種の住宅の家賃（その額が法定上

限額（法定限度額に割増賃料を加えた額をいう。以下同じ。）を超える場合にあつては

法定上限額）」とする。

３ 前項の法定限度額は、改良住宅、改良住宅店舗作業場及び店舗付改良住宅にあつては

法第２９条第３項でその例によることとされる公営住宅法の一部を改正する法律（平成

８年法律第５５号）の規定による改正前の公営住宅法第１２条第１項の規定による額、

小集落改良住宅及び小規模改良住宅にあつては「改良住宅等管理要領」第４第１項の規

定による額とする。

４ 第２項の割増賃料は、次の表の左欄に掲げる区分に応じてそれぞれ右欄に定める倍率

を前項に規定する法定限度額に乗じた額（その額に１００円未満の端数があるときは、

その端数を切り捨てた額）とする。

５ 前項に規定する収入については、公営住宅法施行令第１条第３号の定めるところによ

る。

第５条に次の１項を加える。

６ 第２項のほか、第１項の規定による市営住宅条例の規定の準用について必要な技術的

読替えは、規則で定める。

第５条の次に次の２条を加える。

（改良住宅店舗作業場の家賃）

第５条の２ 改良住宅店舗作業場の家賃は、毎年度、近傍同種の住宅の家賃（公営住宅法

施行令第３条で定めるところにより算出した額をいう。）及び前条第３項に規定する法

定限度額以下で、公営住宅法施行令第２条の規定の例により算出した額とする。この場

合において、公営住宅法施行令第２条第２項中「次の表の上欄に掲げる入居者の収入の

区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める額」とあるのは「次の表の上欄中１０４，０

００円以下の場合の下欄に定める額」とする。

２ 市営住宅条例第１７条（第３項を除く。）の規定は、前項の家賃について準用する。

入居者の収入 倍率

１５８，０００円を超え、１９１，０００円以下の場合 ０．５

１９１，０００円を超える場合 ０．８
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（改良住宅店舗作業場の使用の承継）

第５条の３ 改良住宅店舗作業場の使用者が死亡し、又は営業を継続することができなく

なつた場合において、その死亡時又は営業を継続することができなくなつた時にその者

とともに営業をしていた者は、市長の承認を受けて、引き続き、当該改良住宅店舗作業

場を使用することができる。

２ 市営住宅条例第１３条の規定は、前項の場合について準用する。

３ 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第１項の承認をしてはならない。た

だし、第２号又は第３号に掲げる場合において特別の事情により必要であると認めると

きは、この限りでない。

⑴ 当該承認を受けようとする者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律

（平成３年法律第７７号）第２条第６号に規定する暴力団員であるとき。

⑵ 改良住宅店舗作業場が営業されていないとき。

⑶ その他規則で定めるとき。

第６条の見出しを「（その他）」に改め、同条中「市長が」を「規則で」に改める。

別表中「（第２条・第３条関係）」を「（第２条関係）」に改め、同表の１の表中１戸

当たり家賃月額の欄を削り、同表の２の表西之阪地区改良住宅集会所の項の次に次のよう

に加える。

別表の２の表中「横井地区改良住宅第一集会所」を「横井地区改良住宅集会所」に、同

表中

「
を
」

「

に

」

改める。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、平成２８年４月１日から施行する。

西之阪地区改良住宅駐車場 奈良市油阪町及び西之阪町

畑中地区改良住宅集会所 奈良市畑中町

畑中地区改良住宅集会所 奈良市畑中町

畑中地区改良住宅駐車場
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（経過措置）

２ この条例の施行の日（以下「施行日」という。）前に改良住宅、改良住宅店舗作業場、

店舗付改良住宅、小集落改良住宅及び小規模改良住宅（以下「改良住宅等」という。）

の入居者の公募が開始され、かつ、同日以後に入居者の決定がされることとなる場合に

おける当該公募に応じて入居の申込みをした者に係る入居者の資格としての収入の条件

については、この条例による改正後の奈良市改良住宅条例（以下「新条例」という。）

第５条第１項において読み替えて準用する奈良市営住宅条例（昭和６１年奈良市条例第

１４号。以下「市営住宅条例」という。）第６条第１項（同項第２号に係る部分に限

る。）の規定にかかわらず、なお従前の例による。新条例第５条第１項において準用す

る市営住宅条例第５条に規定する事由がある場合において同日前に改良住宅等の入居の

申込みがされ、かつ、同日以後に入居者が決定されることとなる場合における当該改良

住宅等の入居の申込みをした者に係る入居者の資格としての収入の条件についても、同

様とする。

３ 新条例第５条第１項において読み替えて準用する市営住宅条例第１７条第３項又は第

２８条第１項の規定による家賃の決定及び新条例第５条第１項において準用する市営住

宅条例第３８条の４の規定による駐車場の使用の決定に関し必要な手続その他の行為は、

前２項の規定にかかわらず、平成２８年３月３１日以前においても、新条例の例により

することができる。

４ 施行日において現に改良住宅等に入居又は使用している者の平成２８年度から平成３

６年度までの各年度の家賃の額は、その者に係る新条例第５条第１項において読み替え

て準用する市営住宅条例第１７条第３項若しくは第６項若しくは第２８条の規定による

家賃又は新条例第５条の２第１項若しくは同条第２項において準用する市営住宅条例第

１７条第６項の規定による家賃の額がこの条例による改正前の奈良市改良住宅条例（以

下「旧条例」という。）第３条の規定による家賃の額を超える場合にあっては新条例第

５条第１項において読み替えて準用する市営住宅条例第１７条第３項若しくは第６項若

しくは第２８条の規定による家賃又は新条例第５条の２第１項若しくは同条第２項にお

いて準用する市営住宅条例第１７条第６項の規定による家賃の額から旧条例第３条の規

定による家賃の額を控除して得た額に次の表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右

欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧条例第３条の規定による家賃の額を加えて

得た額とする。ただし、その者が生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第６条第１
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項に規定する被保護者で同法第１１条第１項第３号の規定による住宅扶助を受けている

もの又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特

定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第３０号）第１４条第１項に規定す

る支援給付（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する

法律の一部を改正する法律（平成１９年法律第１２７号）附則第４条第１項に規定する

支援給付を含む。）を受けている者で中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰

国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第１４条第２項第２号

の規定による住宅支援給付を受けているものである場合にあっては、この限りでない。

５ 施行日において現に改良住宅等に入居している者及びその者が死亡し、又は退去した

場合において、新条例第５条第１項において準用する市営住宅条例第２３条第１項の承

認を受けて、引き続き、当該改良住宅等に居住している者に係る収入超過者に対する措

置については、新条例第５条第１項において準用する市営住宅条例第２６条（第２項を

除く。）、第２７条、第２８条、第３１条及び第３２条第１項の規定は、適用しない。

６ 施行日において現に改良住宅等に入居又は使用している者は、住宅地区改良法（昭和

３５年法律第８４号）第１８条、「小集落地区等改良事業制度要綱等の廃止について」

（平成１４年３月２９日国住整第１２３６号）による廃止前の「小集落地区等改良事業

制度要綱」（昭和５７年４月５日建設省住整発第２６号）第１３、「小規模住宅地区等

改良事業制度要綱」（平成９年４月１日建設省住整発第４６号）第９又は新条例第４条

の規定により改良住宅等に入居又は使用している者とみなす。

年度の区分 負担調整率

平成２８年度 ０．１

平成２９年度 ０．２

平成３０年度 ０．３

平成３１年度 ０．４

平成３２年度 ０．５

平成３３年度 ０．６

平成３４年度 ０．７

平成３５年度 ０．８

平成３６年度 ０．９
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（提案理由）

現在定額制の改良住宅等の家賃を入居者の収入等に応じて決定する応能応益的家賃に改

めるとともに、入居収入基準及び駐車場の管理方法の見直し等のため所要の改正を行おう

とするものである。
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奈良市議案第４１号

奈良市コミュニティ住宅条例の一部改正について

奈良市コミュニティ住宅条例の一部を次のように改正しようとする。

平成２７年２月２７日提出

奈良市長 仲 川 元 庸

奈良市コミュニティ住宅条例の一部を改正する条例

奈良市コミュニティ住宅条例（平成４年奈良市条例第１５号）の一部を次のように改正

する。

第１条中「並びに共同施設及びコミュニティ住宅附設駐車場」を「及び共同施設」に改

める。

第２条中「子供」を「子ども」に、「及び管理事務所」を「、管理事務所及び駐車場」

に改め、同条中第３号を削り、第４号を第３号とし、第５号を第４号とする。

第３条中「並びに共同施設及びコミュニティ住宅附設駐車場」を「及び共同施設」に改

め、「別表第１」の次に「及び第２」を加える。

第５条を次のように改める。

第５条 削除

第６条第１項中「前各条及び第４項」を「前各条」に、「第１６条まで、第１７条（第

３項及び第４項を除く。）、第１９条から第２１条まで、第２２条（第２項第２号を除く。

）、第２３条（第３項第２号を除く。）、第２４条、第２５条」を「第２５条まで、第２

６条（第２項を除く。）、第２７条、第２８条、第３１条、第３２条第１項」に、「第３

８条、第３８条の２、第３８条の５」を「第３８条から第３８条の５まで」に改め、同項

ただし書中「第２２条第２項第１号、第２３条第３項第１号、」を「第２２条第２項第２

号、第２３条第３項第２号及び」に、「及び第３８条の２の規定」を「の規定（市営住宅

条例第２２条第２項第２号及び第２３条第３項第２号の規定は、別表第２のコミュニティ

住宅の管理に係る場合に限る。）」に改め、同条第２項から第５項までを次のように改め

る。
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２ 前項本文の場合において、市営住宅条例第６条第１項第２号中

「 その者の収入がア、イ又はウに掲げる場合に応じ、それぞれア、イ

又はウに掲げる金額を超えないこと。

ア 次のアからオまでのいずれかに該当する場合 ２１４，０００円

ア その者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族が精神

保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第６条第３項に規定

する１級又は２級のいずれかに該当する程度の精神障害者である

こと。

イ その者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族がアに

規定する精神障害の程度に相当する程度の知的障害者であること。

ウ その者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族が前号

イア、ウ、エ、カ又はキのいずれかに該当する者であること。 とあるのは

エ その者が６０歳以上の者であり、かつ、現に同居し、又は同居

しようとする親族のいずれもが６０歳以上又は１８歳未満の者で

あること。

オ 現に同居し、又は同居しようとする親族に小学校就学の始期に

達するまでの者があること。

イ 市営住宅が、法第８条第１項若しくは第３項若しくは激甚
じん

災害に

対処するための特別の財政援助等に関する法律（昭和３７年法律第

１５０号）第２２条第１項の規定による国の補助に係るもの又は法

第８条第１項各号のいずれかに該当する場合において市長が災害に

より滅失した住宅に居住していた低額所得者に転貸するため借り上

げるものである場合 ２１４，０００円（当該災害発生の日から３

年を経過した後は、１５８，０００円）

ウ ア及びイに掲げる場合以外の場合 １５８，０００円 」

「 その者の収入が１５８，０００円を超えないこと。 」と、市営住

宅条例第１７条第３項中「近傍同種の住宅の家賃（令第３条で定めるところにより算出

した額をいう。以下同じ。）」とあるのは「近傍同種の住宅の家賃（令第３条で定める

ところにより算出した額をいう。以下同じ。）（その額が法定限度額を超える場合にあ

つては法定限度額）」と、「近傍同種の住宅の家賃とする」とあるのは「近傍同種の住
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宅の家賃以下で市長が定める額とする」と、市営住宅条例第２８条第１項中「近傍同種

の住宅の家賃」とあるのは「近傍同種の住宅の家賃（その額が法定上限額（法定限度額

に割増賃料を加えた額をいう。以下同じ。）を超える場合にあつては法定上限額）」と、

市営住宅条例第３８条の４の５第２項中「２，５００円」とあるのは「別表第１の共同

施設の駐車場については５，０００円、別表第２の共同施設の駐車場については２，５

００円」と、市営住宅条例第４８条第１項中「法第３３条第１項の規定に基づき、市営

住宅」とあるのは「コミュニティ住宅」と読み替えるものとする。この場合において、

市営住宅条例第２８条第１項の規定によりその定めるところによるとされる公営住宅法

施行令（昭和２６年政令第２４０号）第８条第２項中「近傍同種の住宅の家賃」とある

のは「近傍同種の住宅の家賃（その額が法定上限額（法定限度額に割増賃料を加えた額

をいう。以下同じ。）を超える場合にあつては法定上限額）」とする。

３ 前項の法定限度額は、「従前居住者用賃貸住宅等管理要領」（平成１０年４月８日建

設省住市発第１８号）第４第１項の規定による額とする。

４ 第２項の割増賃料は、次の表の左欄に掲げる区分に応じてそれぞれ右欄に定める倍率

を前項に規定する法定限度額に乗じた額（その額に１００円未満の端数があるときは、

その端数を切り捨てた額）とする。

５ 前項に規定する収入については、公営住宅法施行令第１条第３号の定めるところによ

る。

第６条に次の１項を加える。

６ 第２項のほか、第１項の規定による市営住宅条例の規定の準用について必要な技術的

読替えは、規則で定める。

第７条から第２０条までを削り、第２１条を第７条とする。

第２２条を削る。

別表第１中「（第３条、第５条、第１３条関係）」を「（第３条・第６条関係）」に改

め、同表の１の表家賃（月額）の欄及び第２号コミュニティ住宅の項を削り、同表の２の

表中

入居者の収入 倍率

１５８，０００円を超え、１９１，０００円以下の場合 ０．５

１９１，０００円を超える場合 ０．８
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「

を

」

「

に

」

改め、同表第２号コミュニティ住宅集会所の項を削り、別表第１の３の表を削る。

別表第２を次のように改める。

別表第２（第３条・第６条関係）

１ コミュニティ住宅

第１号コミュニティ住宅子供の遊び場 奈良市三条本町

第１号コミュニティ住宅集会所

第１号コミュニティ住宅管理事務所

第１号コミュニティ住宅子どもの遊び場 奈良市三条本町

第１号コミュニティ住宅集会所

第１号コミュニティ住宅管理事務所

第１号コミュニティ住宅駐車場

名称 位置 戸数 備考

第２号コミュニ
ティ住宅

奈良市紀寺町 6 平成３年度建設耐火構造４階建・
３ＬＤＫ

4 平成３年度建設耐火構造４階建・
３ＤＫ

4 平成３年度建設耐火構造４階建・
２Ｋ

6 平成５年度建設耐火構造４階建・
３ＬＤＫ

4 平成５年度建設耐火構造４階建・
３ＤＫ

4 平成５年度建設耐火構造４階建・
２Ｋ

8 平成７年度建設耐火構造４階建・
３ＬＤＫ

4 平成７年度建設耐火構造４階建・
３ＤＫ
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２ 共同施設

附 則

（施行期日）

１ この条例は、平成２８年４月１日から施行する。ただし、第１条の改正規定、第２条

の改正規定、第３条の改正規定（「並びに共同施設及びコミュニティ住宅附設駐車場」

を「及び共同施設」に改める部分に限る。）、第６条第１項の改正規定（この条例によ

る改正後の奈良市コミュニティ住宅条例（以下「新条例」という。）第６条第１項にお

いて奈良市営住宅条例（昭和６１年奈良市条例第１４号。以下「市営住宅条例」という。

）第３８条の２の２から第３８条の４の１０までを準用する部分に限る。）、第６条第

２項から第５項までの改正規定（第６条第２項の改正規定中別表第１の共同施設の駐車

場に係る部分に限る。）、第７条から第２２条までの改正規定並びに別表第１の２の表

及び３の表の改正規定（同表の２の表第２号コミュニティ住宅集会所の項を削る部分を

除く。）は、平成２７年４月１日から施行する。

（経過措置）

２ 平成２８年４月１日前にコミュニティ住宅の入居者の公募が開始され、かつ、同日以

後に入居者の決定がされることとなる場合における当該公募に応じて入居の申込みをし

た者に係る入居者の資格としての収入の条件については、新条例第６条第１項において

読み替えて準用する市営住宅条例第６条第１項（同項第２号に係る部分に限る。）の規

定にかかわらず、なお従前の例による。新条例第６条第１項において準用する市営住宅

条例第５条に規定する事由がある場合において同日前にコミュニティ住宅の入居の申込

みがされ、かつ、同日以後に入居者が決定されることとなる場合における当該コミュニ

ティ住宅の入居の申込みをした者に係る入居者の資格としての収入の条件についても、

同様とする。

３ 新条例第６条第１項において読み替えて準用する市営住宅条例第１７条第３項又は第

２８条第１項の規定による家賃の決定及び新条例第６条第１項において準用する市営住

宅条例第３８条の４の規定による駐車場の使用の決定に関し必要な手続その他の行為は、

名称 位置

第２号コミュニティ住宅集会所 奈良市紀寺町

第２号コミュニティ住宅駐車場
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前２項の規定にかかわらず、平成２８年３月３１日以前においても、新条例の例により

することができる。

４ 平成２８年４月１日において現にコミュニティ住宅に入居している者の平成２８年度

から平成３６年度までの各年度の家賃の額は、その者に係る新条例第６条第１項におい

て読み替えて準用する市営住宅条例第１７条第３項又は第６項の規定による家賃の額が

この条例による改正前の奈良市コミュニティ住宅条例（以下「旧条例」という。）第５

条の規定による家賃の額を超える場合にあっては新条例第６条第１項において読み替え

て準用する市営住宅条例第１７条第３項又は第６項の規定による家賃の額から旧条例第

５条の規定による家賃の額を控除して得た額に次の表の左欄に掲げる年度の区分に応じ

同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧条例第５条の規定による家賃の額

を加えて得た額とし、新条例別表第１のコミュニティ住宅においてはその者に係る新条

例第６条第１項において読み替えて準用する市営住宅条例第２８条の規定による家賃の

額が旧条例第５条の規定による家賃の額に旧条例第６条第４項の規定による割増賃料を

加えて得た額を超える場合にあっては新条例第６条第１項において読み替えて準用する

市営住宅条例第２８条の規定による家賃の額から旧条例第５条の規定による家賃の額及

び旧条例第６条第４項の規定による割増賃料の額を控除して得た額に同表の左欄に掲げ

る年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧条例第５条の

規定による家賃の額及び旧条例第６条第４項の規定による割増賃料の額を加えて得た額

とし、新条例別表第２のコミュニティ住宅においてはその者に係る新条例第６条第１項

において読み替えて準用する市営住宅条例第２８条の規定による家賃の額が旧条例第５

条の規定による家賃の額を超える場合にあっては新条例第６条第１項において読み替え

て準用する市営住宅条例第２８条の規定による家賃の額から旧条例第５条の規定による

家賃の額を控除して得た額に同表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める

負担調整率を乗じて得た額に、旧条例第５条の規定による家賃の額を加えて得た額とす

る。ただし、その者が生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第６条第１項に規定す

る被保護者で同法第１１条第１項第３号の規定による住宅扶助を受けているもの又は中

国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の

自立の支援に関する法律（平成６年法律第３０号）第１４条第１項に規定する支援給付

（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部

を改正する法律（平成１９年法律第１２７号）附則第４条第１項に規定する支援給付を
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含む。）を受けている者で中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国

残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第１４条第２項第２号の規定によ

る住宅支援給付を受けているものである場合にあっては、この限りでない。

５ 平成２８年４月１日において現に新条例別表第２のコミュニティ住宅に入居している

者及びその者が死亡し、又は退去した場合において、新条例第６条第１項において準用

する市営住宅条例第２３条第１項の承認を受けて、引き続き、当該コミュニティ住宅に

居住している者に係る収入超過者に対する措置については、新条例第６条第１項におい

て準用する市営住宅条例第２６条（第２項を除く。）、第２７条、第２８条、第３１条

及び第３２条第１項の規定は、適用しない。

６ 平成２８年４月１日において現に新条例別表第１のコミュニティ住宅に入居している

者及びその者が死亡し、又は退去した場合において、新条例第６条第１項において準用

する市営住宅条例第２３条第１項の承認を受けて、引き続き、当該コミュニティ住宅に

居住している者に係る新条例第６条第１項において準用する市営住宅条例第２２条第２

項第２号の収入の要件については、新条例第６条第１項において準用する市営住宅条例

第２２条第２項第２号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

７ 平成２８年４月１日において現に新条例別表第１のコミュニティ住宅に入居している

者が死亡し、又は退去した場合に係る新条例第６条第１項において読み替えて準用する

市営住宅条例第２３条第３項第２号の収入の要件については、新条例第６条第１項にお

年度の区分 負担調整率

平成２８年度 ０．１

平成２９年度 ０．２

平成３０年度 ０．３

平成３１年度 ０．４

平成３２年度 ０．５

平成３３年度 ０．６

平成３４年度 ０．７

平成３５年度 ０．８

平成３６年度 ０．９
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いて準用する市営住宅条例第２３条第３項第２号の規定にかかわらず、なお従前の例に

よる。

８ 平成２８年４月１日において現に新条例別表第２のコミュニティ住宅に入居している

者は、新条例第４条の規定によりコミュニティ住宅に入居している者とみなす。

（提案理由）

現在定額制のコミュニティ住宅の家賃を入居者の収入等に応じて決定する応能応益的家

賃に改めるとともに、入居収入基準及び駐車場の管理方法の見直し等のため所要の改正を

行おうとするものである。
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奈良市議案第４２号

奈良市立学校設置条例の一部改正について

奈良市立学校設置条例の一部を次のように改正しようとする。

平成２７年２月２７日提出

奈良市長 仲 川 元 庸

奈良市立学校設置条例の一部を改正する条例

奈良市立学校設置条例（昭和３９年奈良市条例第１６号）の一部を次のように改正する。

第２条の表小学校の部奈良市立精華小学校の項を削り、同表中学校の部奈良市立柳生中

学校の項を削り、同部奈良市立興東中学校の項中「奈良市立興東中学校」を「奈良市立興

東館柳生中学校」に改める。

附 則

この条例は、平成２７年４月１日から施行する。

（提案理由）

児童生徒数の減少による帯解小学校と精華小学校の統合及び柳生中学校と興東中学校の

統合に伴い、所要の改正を行おうとするものである。
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奈良市議案第４３号

奈良市企業職員の給与の種類及び基準に関する
条例の一部改正について

奈良市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を次のように改正しようとす

る。

平成２７年２月２７日提出

奈良市長 仲 川 元 庸

奈良市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例

奈良市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例（昭和４１年奈良市条例第３０号）

の一部を次のように改正する。

第１０条の２中「除く。」の次に「次項において「週休日等」という。」を加え、同条

に次の１項を加える。

２ 前項に規定する場合のほか、同項の職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要

により週休日等以外の日の午前０時から午前５時までの間であつて正規の勤務時間以外

の時間に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

第１６条の次に次の１条を加える。

（自己啓発等休業の承認を受けた職員の給与）

第１６条の２ 地方公務員法第２６条の５第１項の承認を受けた職員には、同項の自己啓

発等休業をしている期間については、給与を支給しない。

附 則

この条例は、平成２７年４月１日から施行する。

（提案理由）

市の給与制度に準じ、管理職員特別勤務手当の支給要件に、臨時又は緊急の必要による

平日深夜の勤務を追加するほか、自己啓発等休業の期間は給与を支給しないこととするた

め改正しようとするものである。
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奈良市議案第４４号

包括外部監査契約の締結について

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５２条の３６第１項の規定により、包括外

部監査契約を締結するものとする。

平成２７年２月２７日提出

奈良市長 仲 川 元 庸

１ 契約の目的 当該契約に基づく監査及び監査の結果に関する報告

２ 契約の始期 平成２７年４月１日

３ 契約の金額 １２，０００千円を上限とする額

４ 契約の相手方

前川 英樹

公認会計士
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奈良市議案第４５号

市道路線の廃止について

次の市道路線を廃止しようとする。

平成２７年２月２７日提出

奈良市長 仲 川 元 庸
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整理
番号 路 線 名 起 点 終 点 備 考

（ｍ）

1 東部第17号線 須川町
1185番地先から

北村町
786番地先まで

Ｌ＝ 1008.1
Ｗ＝ 1.8～8.5

2 東部第18号線 須川町
1018番甲地先から

須川町
1145番地先まで

Ｌ＝ 180.3
Ｗ＝ 1.9～9.4

3 東部第19号線 須川町
1002番1地先から

須川町
1043番地先まで

Ｌ＝ 183.9
Ｗ＝ 1.1～4.9

4 東部第360号線 北村町
63番1地先から

須川町
940番地先まで

Ｌ＝ 235.6
Ｗ＝ 0.8～1.8

5 中部第53号線 秋篠町
1410番1地先から

秋篠町
1397番1地先まで

Ｌ＝ 186.0
Ｗ＝ 1.9～4.9

6 西部第1124号線 帝塚山南五丁目
1000番441地先から

帝塚山南五丁目
1000番441地先まで

Ｌ＝ 16.6
Ｗ＝ 6.2～7.5
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奈良市議案第４６号

市道路線の認定について

次の路線を本市の市道路線に認定しようとする。

平成２７年２月２７日提出

奈良市長 仲 川 元 庸
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整理
番号 路 線 名 起 点 終 点 備 考

（ｍ）

1 東部第17号線 須川町
1132番1地先から

北村町
786番地先まで

Ｌ＝ 955.6
Ｗ＝ 1.8～15

2 東部第18号線 須川町
1013番地先から

須川町
3464番地先まで

Ｌ＝ 176.6
Ｗ＝ 2.5～12

3 東部第19号線 須川町
3435番地先から

須川町
3448番地先まで

Ｌ＝ 157.8
Ｗ＝ 4.0～10.0

4 東部第360号線 北村町
63番1地先から

須川町
3418番地先まで

Ｌ＝ 205.6
Ｗ＝ 0.8～1.8

5 北部第763号線 高畑町
71番4地先から

高畑町
71番9地先まで

Ｌ＝ 92.0
Ｗ＝ 6.0～9.1

6 北部第764号線 高畑町
140番14地先から

高畑町
140番11地先まで

Ｌ＝ 62.0
Ｗ＝ 6.0～8.0

7 北部第765号線 大安寺六丁目
779番8地先から

大安寺六丁目
779番5地先まで

Ｌ＝ 50.0
Ｗ＝ 6.0～8.0

8 北部第766号線 南紀寺町二丁目
275番1地先から

南紀寺町二丁目
275番7地先まで

Ｌ＝ 41.0
Ｗ＝ 6.0～8.0

9 北部第767号線 法華寺町
329番5地先から

法華寺町
331番5地先まで

Ｌ＝ 41.0
Ｗ＝ 6.0～8.0

10 北部第768号線 佐保台一丁目
3571番262地先から

佐保台一丁目
3571番261地先まで

Ｌ＝ 360.0
Ｗ＝ 10.0

11 北部第769号線 佐保台一丁目
3571番78地先から

佐保台一丁目
3571番158地先まで

Ｌ＝ 290.0
Ｗ＝ 6.0

12 北部第770号線 佐保台一丁目
3571番27地先から

佐保台一丁目
3571番193地先まで

Ｌ＝ 360.0
Ｗ＝ 6.0

13 北部第771号線 佐保台一丁目
3571番235地先から

佐保台一丁目
3571番17地先まで

Ｌ＝ 225.0
Ｗ＝ 6.0

14 北部第772号線 佐保台一丁目
3571番215地先から

佐保台一丁目
3571番215地先まで

Ｌ＝ 250.0
Ｗ＝ 6.0

15 北部第773号線 佐保台一丁目
3571番87地先から

佐保台一丁目
3571番90地先まで

Ｌ＝ 105.0
Ｗ＝ 6.0

16 北部第774号線 佐保台一丁目
3571番173地先から

佐保台一丁目
3571番193地先まで

Ｌ＝ 155.0
Ｗ＝ 6.0

17 北部第775号線 佐保台一丁目
3571番35地先から

佐保台一丁目
3571番42地先まで

Ｌ＝ 95.0
Ｗ＝ 6.0

18 北部第776号線 佐保台一丁目
3571番44地先から

佐保台一丁目
3571番47地先まで

Ｌ＝ 55.0
Ｗ＝ 6.0

19 北部第777号線 佐保台一丁目
3571番166地先から

佐保台一丁目
3571番164地先まで

Ｌ＝ 33.0
Ｗ＝ 6.0～8.0

20 北部第778号線 佐保台一丁目
3571番117地先から

佐保台一丁目
3571番139地先まで

Ｌ＝ 40.0
Ｗ＝ 4.0
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整理
番号 路 線 名 起 点 終 点 備 考

（ｍ）

21 北部第779号線 佐保台一丁目
3571番83地先から

佐保台一丁目
3571番84地先まで

Ｌ＝ 16.0
Ｗ＝ 4.0

22 北部第780号線 佐保台一丁目
3571番259地先から

佐保台一丁目
3571番243地先まで

Ｌ＝ 22.0
Ｗ＝ 4.0

23 北部第781号線 佐保台一丁目
3571番19地先から

佐保台一丁目
3571番181地先まで

Ｌ＝ 76.0
Ｗ＝ 4.0

24 北部第782号線 法蓮町
618番3地先から

法蓮町
620番4地先まで

Ｌ＝ 62.4
Ｗ＝ 6.0～8.0

25 中部第53号線 秋篠町
1410番1地先から

秋篠町
1415番まで

Ｌ＝ 143.6
Ｗ＝ 1.9～3.5

26 中部第1624号線 恋の窪一丁目
595番5地先から

恋の窪一丁目
595番11地先まで

Ｌ＝ 28.0
Ｗ＝ 6.0～8.0

27 中部第1625号線 押熊町
1588番5地先から

押熊町
1587番45地先まで

Ｌ＝ 147.0
Ｗ＝ 6.0

28 中部第1626号線 押熊町
1587番81地先から

押熊町
1587番100地先まで

Ｌ＝ 259.0
Ｗ＝ 6.0

29 中部第1627号線 押熊町
1587番86地先から

押熊町
1587番108地先まで

Ｌ＝ 90.0
Ｗ＝ 6.0～11.5

30 中部第1628号線 押熊町
1587番108地先から

押熊町
1587番118地先まで

Ｌ＝ 103.0
Ｗ＝ 8.0

31 中部第1629号線 押熊町
1587番125地先から

押熊町
1587番64地先まで

Ｌ＝ 132.0
Ｗ＝ 8.0

32 中部第1630号線 押熊町
1587番92地先から

押熊町
1587番90地先まで

Ｌ＝ 16.0
Ｗ＝ 4.0

33 中部第1631号線 菅原町
691番2地先から

菅原町
689番11地先まで

Ｌ＝ 73.0
Ｗ＝ 6.0～8.0

34 中部第1632号線 北登美ヶ丘六丁目
1507番地先から

北登美ヶ丘六丁目
1508番地先まで

Ｌ＝ 102.0
Ｗ＝ 6.0～8.0

35 中部第1633号線 北登美ヶ丘六丁目
1553番地先から

北登美ヶ丘六丁目
1518番地先まで

Ｌ＝ 210.0
Ｗ＝ 6.0～10.0

36 中部第1634号線 北登美ヶ丘六丁目
1525番地先から

北登美ヶ丘六丁目
1542番地先まで

Ｌ＝ 210.0
Ｗ＝ 6.0

37 中部第1635号線 北登美ヶ丘六丁目
1517番地先から

北登美ヶ丘六丁目
1518番地先まで

Ｌ＝ 4.0
Ｗ＝ 6.0

38 中部第1636号線 平松四丁目
1020番2地先から

五条三丁目
933番34地先まで

Ｌ＝ 154.4
Ｗ＝ 6.2～14.2

39 中部第1637号線 六条西四丁目
1200番2地先から

七条二丁目
661番まで

Ｌ＝ 105.0
Ｗ＝ 8.8

40 中部第1638号線 秋篠町
1388番2地先から

秋篠町
1417番3地先まで

Ｌ＝ 183.5
Ｗ＝ 7.0～20.6
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整理
番号 路 線 名 起 点 終 点 備 考

（ｍ）

41 西部第1124号線 帝塚山南五丁目
1000番41地先から

登美ヶ丘六丁目
1000番424地先まで

Ｌ＝ 46.0
Ｗ＝ 6.0

42 西部第1359号線 登美ヶ丘六丁目
1876番27地先から

登美ヶ丘六丁目
1876番36地先まで

Ｌ＝ 103.4
Ｗ＝ 6.0

43 西部第1360号線 三碓町
2177番112地先から

三碓町
2177番102地先まで

Ｌ＝ 384.0
Ｗ＝ 6.0～8.0

44 西部第1361号線 三碓町
2177番104地先から

三碓町
2177番36地先まで

Ｌ＝ 166.0
Ｗ＝ 6.0

45 西部第1362号線 三碓町
2177番110地先から

三碓町
2177番59地先まで

Ｌ＝ 192.0
Ｗ＝ 6.0

46 西部第1363号線 三碓町
2177番105地先から

三碓町
2177番77地先まで

Ｌ＝ 202.0
Ｗ＝ 6.0

47 西部第1364号線 三碓町
2232番1地先から

三碓町
2240番1地先まで

Ｌ＝ 37.0
Ｗ＝ 6.0

48 西部第1365号線 三碓町
2177番14地先から

三碓町
2177番29地先まで

Ｌ＝ 25.0
Ｗ＝ 6.0

49 西部第1366号線 三碓町
2177番43地先から

三碓町
2177番55地先まで

Ｌ＝ 25.0
Ｗ＝ 6.0

50 西部第1367号線 三碓町
2177番65地先から

三碓町
2165番78地先まで

Ｌ＝ 25.0
Ｗ＝ 6.0

51 西部第1368号線 藤ノ木台三丁目
453番5地先から

中町
453番7地先まで

Ｌ＝ 98.0
Ｗ＝ 6.0～8.0

52 西部第1369号線 学園中二丁目
949番65地先から

学園中二丁目
949番64地先まで

Ｌ＝ 62.0
Ｗ＝ 6.0～8.0

53 西部第1370号線 三碓三丁目
781番10地先から

三碓三丁目
781番7地先まで

Ｌ＝ 36.1
Ｗ＝ 6.3～8.3

54 西部第1371号線 鳥見町三丁目
26番16地先から

鳥見町三丁目
26番19地先まで

Ｌ＝ 22.0
Ｗ＝ 6.7～13.6

55 西部第1372号線 中山町西一丁目
868番85地先から

中山町西一丁目
868番94地先まで

Ｌ＝ 64.4
Ｗ＝ 6.0～8.0

56 西部第1373号線 鶴舞東町
657番14地先から

鶴舞東町
657番4地先まで

Ｌ＝ 208.0
Ｗ＝ 10.0

57 西部第1374号線 鶴舞東町
657番4地先から

鶴舞東町
657番15地先まで

Ｌ＝ 145.0
Ｗ＝ 6.0

58 西部第1375号線 中山町西二丁目
943番4地先から

中山町西二丁目
945番20地先まで

Ｌ＝ 72.6
Ｗ＝ 6.2～13.3
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奈良市議案第４７号

町の区域等の変更について

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条第１項の規定により、平成２８年１

月１２日から本市内の区域のうち別図１に示す町の区域を別図２に示すとおり変更する。

平成２７年２月２７日提出

奈良市長 仲 川 元 庸
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奈良市議案第４８号

町の区域の変更について

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条第１項の規定により、平成２８年１

月１２日から本市内の区域のうち別図１に示す町の区域を別図２に示すとおり変更する。

平成２７年２月２７日提出

奈良市長 仲 川 元 庸
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奈良市議案第４９号

町の区域の変更について

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条第１項の規定により、平成２７年５

月１８日から本市内の区域のうち別図１に示す町の区域を別図２に示すとおり変更する。

平成２７年２月２７日提出

奈良市長 仲 川 元 庸
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奈良市議案第５０号

公の施設の指定管理者の指定について

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項の規定により、次のとお

り公の施設の指定管理者を指定したいので、同条第６項の規定により議会の議決を求める。

平成２７年２月２７日提出

奈良市長 仲 川 元 庸

１ 指定管理者を指定する公の施設

奈良市井上町１１番地

奈良市奈良町南観光駐車場

２ 指定管理者の所在地及び名称

奈良市西登美ヶ丘一丁目６番３号

有限会社くるみの木

取締役 石村 由喜子

３ 指定管理者の指定の期間

開場の日から平成３２年３月３１日まで

４ 指定管理者が行う業務の範囲

⑴ 奈良市奈良町南観光駐車場の供用に関すること。

⑵ 奈良市奈良町南観光駐車場の施設及び附属設備の維持管理に関すること。

⑶ その他市長が定めること。
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奈良市議案第５１号

固定資産評価審査委員会の委員の選任について

固定資産評価審査委員会の委員のうち、岡田伸子氏は、平成２７年３月３１日付けを

もって、その任期が満了せられることに伴い、同氏を再び同委員会の委員として選任いた

したい。

よって、地方税法第４２３条第３項の規定により議会の同意を求める。

平成２７年２月２７日提出

奈良市長 仲 川 元 庸

住 所

氏 名 岡
おか

田
だ

伸
のぶ

子
こ

－187－



履 歴 書

氏 名 岡 田 伸 子

生 年 月 日

現 住 所

学 歴

職 歴
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資 格
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奈良市議案第５２号

固定資産評価審査委員会の委員の選任について

固定資産評価審査委員会の委員として、次の者を選任いたしたいので、地方税法第４２

３条第３項の規定により議会の同意を求める。

平成２７年２月２７日提出

奈良市長 仲 川 元 庸

住 所

氏 名 近
こん

藤
どう

朗
あきら
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履 歴 書

氏 名 近 藤 朗

生 年 月 日

現 住 所

学 歴

職 歴
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	051-054
	055-057
	058-059
	060-061
	062-063
	064-066
	067-068
	069-070
	071-073
	074-078
	079-081
	082-085
	086
	087-090
	091-092
	093-106
	107-109
	110
	111
	112-114
	115
	116
	117-123
	124-130
	131-138
	139
	140
	141
	142-146
	147-176
	177-179
	180-182
	183-185
	186
	187-189
	190-192


